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モザンビーク国ニアッサ州地方給水施設建設計画準備調査 

ソフトコンポーネント計画書 

 

1．ソフトコンポーネントを計画する背景 

「モザンビーク国ニアッサ州地方給水施設建設計画」（以下「本プロジェクト」）は、モザ

ンビーク国（以下「モザンビーク」）ニアッサ州において安全な水へのアクセスの改善を図

り、対象地域周辺住民の生活環境の向上に寄与することを目的とし、対象 4 郡（ムエンベ

郡、マジュネ郡、マヴァゴ郡、マンディンバ郡）においてハンドポンプ付き深井戸給水施設

（以下「ハンドポンプ付深井戸」）100 基、および、同 4 郡の郡庁所在地に管路系給水施設

4 基を建設するものである。本ソフトコンポーネントでは、建設された施設の運営維持管理

体制の構築支援を行うものである。 

 

1-1. 管路系給水施設 

1-1-1. モザンビークの方針 

モザンビークでは、対象となる市町村の規模に応じて施設の所有者および運営・維持管理

体制が明確に分けられており、本プロジェクトの対象サイトである中規模の市町村（基本的

に Municipality や郡都）は給水衛生インフラ管理局（Administração de Infra-estruturas de 

Abastecimento de Água e Saneamento: AIAS）がその施設の所有権と運営維持管理の責任を負

うこととなっている（閣僚令 237/2010 番、2010 年 12 月 27 日官報）。AIAS の管轄外の集落

（小規模給水システム）はすべて国家給水衛生局（DNAAS）、州インフラ整備局インフラ整

備部水衛生課（SPI/DSI-AS）や郡計画・インフラ整備課（SDPI）がインフラの整備を担当す

ることとなっている。 

また、モザンビークでは国家水政策において管路系給水施設の運営維持管理を民間企業

へ委託することが認められており、同国では現在、原則として管路系給水施設の運営維持管

理は可能な限り民間オペレーターに委託する方針となっている。ただし、民間オペレーター

と委託契約が出来なかった場合は、公的機関が一時的に運営維持管理を行うことがある。 

 

1-1-2. 対象地域の現状 

本プロジェクトの対象 4 サイトに存在する管路系給水施設は、先述のとおり AIAS の管轄

の下で運営維持管理が行われるものであるが、AIAS の各州における事務所設置は段階的に

行われており、ニアッサ州にはまだ AIAS 事務所は設置されていない。現在は AIAS カーボ

デルガード州事務所がニアッサ州を遠隔で管轄していることから、同州における AIAS の関

与は未だ限定的である。そのため、現状では、郡政府や市役所が既存施設の運営維持管理を

担っている。 

しかしながら、既存の施設の殆どは植民地時代に建設され老朽化したものや、10 年前に
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小規模な改修工事を行ったものであることから、故障が多く施設の運転コストが高くなっ

ていることに加え、水源の水量が少ないために水道料金による収入も限られ、黒字経営が見

込めないことから、運営維持管理委託に対する民間オペレーターの応募は無く、現在でも民

間オペレーターとの委託契約は行われていない。 

 

さらには、市・郡政府の施設の補修・拡張予算にも制約があること、施設の設計や故障に

対応できる技能を有した技術スタッフが不足していることから、既存施設の稼働状況・運営

状況は限定的となっている。（但し、対象 4 郡以外の郡にある施設では、民間オペレーター

と委託契約し運営されているものがある。） 

 

1-1-3. ソフトコンポーネントを実施する必要性 

本プロジェクトの対象サイトにおいてもモザンビーク政府の方針に沿い、AIAS管轄の下、

SPI/DSI-AS および郡 SDPI の支援を受けつつ、AIAS と委託契約を締結した民間オペレータ

ーが施設の運営維持管理を行う体制が構築される必要がある。対象 4 サイトにおいて構築

されるべき運営維持管理体制を図 1 に示す。 

 

 
図 1 本プロジェクトにおける運営維持管理体制（案） 

 

 図 1 のとおり、郡 SDPI/市役所は、現場に最も近い行政機関として民間オペレーターの

活動状況をモニタリング・管理するとともに、SPI/DSI-AS および AIAS と情報共有しつつ

AIAS に対して必要な支援を行うこととなる。ニアッサ州には AIAS 事務所が無いことから
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も、郡/市レベルにおける SDPI/市役所の役割は重要となる。また、民間オペレーターが何ら

かの理由で不在となり施設の運営維持管理を行えない場合は、郡 SDPI/市役所が一時的に施

設の運営維持管理を担うこととなる。そのため、郡 SDPI/市役所の職員が本プロジェクトで

建設される施設の運営維持管理に関する知識と技能を有するとともに、適切に民間オペレ

ーターの活動をモニタリング出来ることが望まれる。しかしながら、上述のとおり、郡 SDPI/

市役所職員の管路系給水施設の運営維持管理に関する技能レベルは限定的であり、本プロ

ジェクトで建設される規模の施設に対応するための能力強化が必要であることから、ソフ

トコンポーネントにおいて支援を行うことが望ましい。 

 

また、民間オペレーターについては、ニアッサ州は国内でも最も開発の遅れた地域であり、

他州で実績のある有望な民間オペレーターが入札に応募してくる可能性は低いことが予想

される。そのため、比較的小規模で経験の浅い民間オペレーターが選定されることも念頭に

置きつつ、選定された民間オペレーターが本プロジェクトで建設される施設の運営維持管

理に必要な技能を習得するための能力強化支援が望まれる。 

 

 しかしながら、無償資金協力事業においては支援の対象が公的機関に限定されること、同

時期に技術協力プロジェクトが実施される予定であること（「5. ソフトコンポーネントの活

動」に後述）から、貴機構との協議に基づき、本プロジェクトにおいては、SPI/DSI-AS およ

び郡 SDPI 職員を対象とした施設の運営維持管理に係る能力強化支援を実施することとし、

民間オペレーターによる運営能力強化支援等持続性を強化する活動は技術協力プロジェク

トで実施することとする。 

 

1-2. ハンドポンプ付深井戸 

1-2-1. モザンビークの方針 

モザンビークにおける地方給水衛生セクターに関する政策「地方給水・衛生国家プログラ

ム（PRONASAR）」では、ハンドポンプ付深井戸の運営維持管理は、住民のオーナーシップ

による受益者負担の原則が定められている。また、ハンドポンプ付深井戸の建設に際しては、

PEC (Participatory Community Education) 活動を実施することが規定されており、指針として、

住民の自発性を高め、住民が主体となった持続可能な運営維持管理体制の構築を念頭に、  

以下の 4 つの目標が設定されている。 

① 給水施設建設に向けたコミュニティの受け入れ態勢が整うこと 

② 建設された給水施設が水衛生委員会によって適切に維持管理されること 

③ CLTS (Community Led Total Sanitation) 手法を通じてコミュニティにおける野外排

泄が無くなること 

④ コミュニティにおいて排泄後の手洗いが慣行されること 
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PEC 活動は、PRONASAR および PEC 活動指針に基づき、各コミュニティにおいて施設の

運転、保守、水料金徴収とその管理を行う水衛生委員会 (Water and Sanitation Committee: CAS)

および日常の保守・点検等を担当するメンテナンスグループの設立とトレーニング、郡内で

故障した施設の修理を担うポンプ修理工の養成、各コミュニティで実施する衛生啓発活動

を促進するボランティアの衛生普及員（アクティビスタ）の選定とトレーニング、CLTS 手

法等を用いた衛生改善啓発活動、トイレ建設工の養成、野外排泄撲滅等の取り組みから構成

されている。 

 

1-2-2. 対象地域の現状 

準備調査期間中に実施した社会条件調査の結果によると、本プロジェクトで新規の給水

施設を建設する対象サイトについては、既存のハンドポンプ付き深井戸が存在するサイト

は調査対象サイトの約 32%となっている。その内、水衛生委員会が機能し、かつ水料金の徴

収が行われているサイトは 72%にとどまっている。また、水料金の支払いについては、「支

払い意思がある」と回答した世帯は調査対象世帯の 76%で、24％の世帯が「支払い意思が無

い」と回答している。これは、既存のハンドポンプ付き給水施設が無く、浅井戸や河川から

生活用水を得ている村落では、改善された給水施設に対する水料金の支払い等に関するオ

ーナーシップ意識が低いことに起因すると考えられる。 

 

また、衛生に関しては、調査対象世帯の半数以上の世帯が、保護されていない浅井戸や表

流水等の非衛生的な水源から飲料水を得ている。さらに、排泄後に手洗いを行うための設備

を所有しない世帯は調査対象世帯全体の 36%を占めている。トイレの使用については、調

査対象世帯の 81%が敷地内にトイレを有するものの、トイレを所有しない世帯のうち 44%

が野外で排泄を行っていると回答している。調査対象世帯における罹患率の高い疾病の第 1

位はマラリアであるが、第 2 位は下痢性疾患で 18 歳以上の大人で 67%、5-17 歳の就学年齢

の子どもで 72%、5 歳未満の乳幼児で 75%が挙げられており、対象地域における衛生環境お

よび住民の衛生意識・行動の改善が必要であることが伺える。 

 

一方、州および郡レベルにおける運営維持管理体制については、本プロジェクトの対象 4

郡において 2012 年‐2016 年に技術協力プロジェクト「モザンビーク国ニアッサ州持続的村

落給水・衛生改善プロジェクト」（以下「既往技プロ」）が実施され、州・郡職員の運営維持

管理に係る計画策定、実施、モニタリング・評価に関する組織能力強化、ポンプ修理工の育

成、スペアパーツ供給網の構築、住民による水衛生委員会の設立とトレーニング、CLTS 手

法を通じた衛生啓発活動等が実施され、ハンドポンプ付深井戸の維持管理体制の包括的な

枠組みが構築された。 
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1-2-3. ソフトコンポーネントを実施する必要性 

既存給水施設の無いサイトでは、住民による施設の運営維持管理体制の設立は行われて

おらず、住民の水料金支払いに対する意識は高いとは言い難い。本プロジェクトでは対象サ

イト全てにおいて、住民が給水施設に対するオーナーシップ意識を高め、維持管理における

役割と責任を理解し施設の適切な利用と水料金の支払いを通した住民主体の維持管理体制

が形成される必要がある。 

 

また、衛生環境の改善のためには、住民が適切な水の保管と利用、手洗いの重要性、適切

な衛生施設の利用、下痢性疾患の原因とその予防法等について理解し、意識改善に伴う自発

的な行動変容が必要となる。 

 

 これらの村落レベルにおける活動の管理を担う各対象郡の SDPI においては、水衛生担

当の職員が 2 名ずつ配置されており、水衛生委員会の組織化や衛生啓発活動についての知

識と技能を有しているが、同職員の SDPI における担当業務は水衛生分野に限らず道路やイ

ンフラ整備等の公共事業も兼務しているため、本プロジェクトのような規模のソフトコン

ポーネントに対応できる体制にない。従来、他ドナーが実施しているプロジェクトにおいて

は、別途ソフトコンポーネントを実施するコンサルタントに委託している。本プロジェクト

の規模と工期を勘案すると、これらの活動を先方負担事項として SDPI 職員が全て実施する

ことは困難であると思料する。 

 

以上のことから、本プロジェクトにおいては、住民による給水施設の運営維持管理体制の

整備と衛生環境改善のための啓発活動を PEC マニュアルの手順に沿ってソフトコンポーネ

ントとして支援することが望ましい。 

 

2. ソフトコンポーネントの目標 

本ソフトコンポーネントでは、ハンドポンプ付深井戸対象サイト、管路系給水施設対象サ

イトそれぞれにおける目標を以下のとおりとする。 

 

2-1. 管路系給水施設 

対象サイトにおいて給水サービスが開始される。 

 

2-2. ハンドポンプ付深井戸 

対象サイトにおいて住民主体の運営維持管理体制が構築される。 
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3. ソフトコンポーネントの成果 

3-1. 管路系給水施設 

成果 1. 対象サイトにおいて、施設の運転開始に必要な体制が整備される。 

 

3-2. ハンドポンプ付深井戸 

成果 1. 対象サイトにおいて、施設の運営維持管理に必要な知識とスキルを備えた水衛

生委員会が組織される。 

成果 2. 対象郡の村落レベルにおいてハンドポンプの修理に対応できる人材が育成され 

る。 

成果 3. 対象サイトにおいて、住民の適切な水利用、衛生施設の利用、手洗いについての

理解が向上し水衛生行動が改善される。 

   

4. 成果達成度の確認方法 

4-1. 管路系給水施設 

 成果 1．対象サイトにおいて、施設の運転開始に必要な体制が整備される。 

 

【指標 1】全対象サイトにおいて施設の形態に応じて、SPI/DSI-AS および郡 SDPI 職員に

運営維持管理に必要な知識と技術が身につく。 

【入手手段】施設の引渡し後 1 ヵ月以上の施設運転記録および財務報告書 

 

  【指標 2】施設の運営が開始されるにあたり、950 世帯以上の各戸接続契約が締結される。 

【入手手段】サイト別各戸接続契約者リスト 

本ソフトコンポーネントに係るプロジェクト・デザイン・マトリックス(PDM)を添付資料 3

に示す。 

 

4-2. ハンドポンプ付深井戸 

成果 1．対象サイトにおいて、施設の運営維持管理に必要な知識とスキルを備えた水衛生

委員会が組織される。 

【指標】対象 100 サイトにおいて PRONASAR の方針に沿った水衛生委員会が組織され、

維持管理合意書が署名される。 

【入手手段】水衛生委員会メンバーリスト、維持管理合意書 

 

成果 2. 対象郡の村落レベルにおいてハンドポンプの修理に対応できる人材が育成される。 

【指標】対象郡においてハンドポンプ修理工が新規に各郡 5 名育成される。 

【入手手段】ポンプ修理工のトレーニングにおける技能テスト結果 
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成果 3. 対象サイトにおいて、住民の適切な水利用、衛生施設の利用、手洗いについての

理解が向上し水衛生行動が改善される。  

【指標】対象 100 サイトにおいて、家庭用トイレに水と石鹸（または灰）を設置する世帯

が増加する。 

【入手手段】郡 SDPI、アクティビスタによるモニタリング報告書および現地コンサルタ

ントによる直接観察 

 

5. ソフトコンポーネントの活動（投入計画） 

各成果に対応する活動を以下に示す。各活動の実施内容の詳細については添付資料 1「ソ

フトコンポーネント活動計画（投入計画）詳細」のとおりである。 

 

5-1. 管路系給水施設  

本プロジェクトの対象 4 サイトでは、本プロジェクトと同時期に同地域を対象として、

管路系給水施設の運営維持管理体制強化を目的とした新規技術協力プロジェクト（以下

「新規技プロ」）が実施される予定となっている。本プロジェクト準備調査に係る貴機構

の業務指示書には、本プロジェクトは新規技プロとプログラム的に一体で実施することに

より成果を発現するべく、同技プロと連携を図る旨が指示されていることからも、両プロ

ジェクトのスキームの特性を活かし、活動の重複を避けつつ効率的・効果的に活動が行わ

れるよう調整することが望まれる。 

 

本ソフトコンポーネントにおいては、本プロジェクトで建設される施設の運転が開始さ

れるために最低限必要となる体制の整備に特化して行うこととし、施設の運営維持管理を

行う民間オペレーターの能力強化および運営維持管理体制の持続性を強化する活動等は新

規技プロにおいて実施されることとなる。その際、新規技プロにおいて実施する活動に必

要となる本プロジェクトに関する情報は、実施機関を通して適宜情報共有することとす

る。 

なお、万が一どちらかのプロジェクトの開始が遅れた場合でも、ソフトコンポーネント

の活動により、本プロジェクトで建設される施設の運転開始は可能である。 

以上のことから、本ソフトコンポーネント活動において実施する活動を表 3 に示す。 

 

表 3 管路系給水施設に係るソフトコンポーネント活動 

成果 活動番号 活動項目 

成果 1 

1 AIAS、郡 SDPI に対する各戸接続契約の締結支援 

2 AIAS に対する民間オペレーターとの委託契約締結支援 

   2-1  契約内容再確認に係る支援 

   2-2  契約交渉支援 
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成果 活動番号 活動項目 

   2-3  委託契約締結支援 

3 
SPI/DSI-ASおよび郡 SDPI職員に対する施設の運営維持管理に関する研修

支援 

 

また、活動番号 3、SPI/DSI-AS および郡 SDPI 職員に対する施設の運営維持管理に関する

研修の主な内容を表 4 に示す。 

 

表 4 州、郡職員に対する施設の運営維持管理研修の主な内容 

番号 研修項目 主な内容 

1 基礎技術研修 

1. 管路系給水施設の構成の概念、分類、仕様の説明 

2. 水中ポンプの概念、目的、種類、動作原理、保守 

3. 制御装置と操作装置 

4. 受水池・配水池、送配水管点検 

5. 電気機器類の保護システム 

6. 運営維持管理計画の策定 

7. 現場実習 

2 基礎財務研修 

1. 財務管理の概要 

2. 情報フロー 

3. キャッシュフロー 

4. 財務モニタリングのプロセス 

5. 債務の削減 

6. AIAS のモニタリングシートの作成方法・実習 

7. 年間財務計画の作成 

3 基礎マネジメント研修 

1. 水セクターの政策 

2. 委託管理の枠組み 

3. 顧客登録、管理、対応 

4. メーターの読み取り、請求書発行、料金徴収 

5. 水料金 

6. コミュニティにおける給水システムの重要性 

7. 新規各戸接続のプロセス 

 

 なお、モザンビークでは、AIAS と委託契約を締結した民間オペレーターが受講する

運営維持管理研修の内、通常、基礎技術研修は、AIAS が類似業務で実績のある公共事業

住宅省傘下の水衛生技術訓練校（CFPAS: Centro de Formação Professional de Água e 

Saneamento）に委託して実施1し、基礎財務研修および基礎マネジメント研修は AIAS 職員

が講師を担当することとなっている。本ソフトコンポーネントで実施する研修において

も、AIAS が管轄する施設の運営維持管理に必要な研修項目、内容、品質を確保するた

                                                  
1 AIAS はこれまでオランダ政府の支援を受けていたことから、基礎研修を財政的に実施することが可能

であったが、2020 年にオランダ政府の支援が終了するため、それ以降の研修に係る予算を別途確保する

ことは困難であることが予想される。 

さらに、モザンビーク政府は、2019 年に同国に甚大な被害をもたらしたサイクロンの災害調査および復

興支援に予算をまわしたため、AIAS が当初計画していた活動の多くが実施出来ていないのが現状であ

る。今後、徐々に改善に向かうことが期待されているが、モザンビーク政府の予算の多くが復興支援にま

わされるため、AIAS もその影響を受けることは避けられず、ソフトコンポーネント活動に係る予算を準

備できる可能性は低いと思料する。 
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め、上述の AIAS が実施する研修と同様に基礎技術研修は CFPAS が、基礎財務研修および

基礎マネジメント研修は AIAS 職員が研修を実施する。 

 

5-2. 管路系給水施設に係る活動の留意点 

(1) 民間オペレーターの入札への参加促進 

既述のとおり、管路系給水施設の運営維持管理は AIAS による公共入札で選定される

民間オペレーターが担うこととなる。 

従来、先方政府主導で建設・改修される給水施設の運営維持管理を行う民間オペレー

ターの選定は、竣工直前または竣工後に入札が行われているケースが殆どである。協力

準備調査で行った民間オペレーターへの聞き取りにおいて、竣工直前または竣工後に

入札が実施された場合、民間オペレーターが施設の詳細について把握できていなかっ

たり、住民との各戸接続がスムーズに行えなかったりするケースが見受けられ、運営維

持管理に支障をきたしていることが判明した。これらの課題への対応として、竣工より

6 ヵ月から 1 年程度早めに民間オペレーターの選定を終えていることが望ましいとい

うコメントが民間オペレーターから挙げられた。 

一方で、民間オペレーターとの委託契約締結を極端に早く行うと、民間オペレーター

が収入の無い状態で長期間プロジェクトに係ることで支出を余儀なくされるリスクが

あると懸念し2、逆に入札参加を躊躇する民間オペレーターが現れる可能性も排除でき

ない。 

上記に伴い、本プロジェクトで建設される施設に係る入札に対し、民間オペレーター

の参加を確実にするため、以下のような対策を行う。 

 

選定された民間オペレーターは一旦 AIAS と「委託契約締結に係る MoU」を締結し、

施設の完工の約 6 ヵ月前に正式に「委託契約」を締結する3。図 2 に委託契約締結まで

のイメージ図と表 3 に同契約方式を採る利点を示す。 

 

 

 

 

 

図 2 委託契約締結までの流れ 

                                                  
2 実際に想定される支出は、施設を数回視察に来る際の移動費程度のみで、その他に支出が発生すること

は無い。 
3 民間オペレーターの選定支援および委託契約締結に係る MoU 締結支援は新規技プロで実施される。本

ソフトコンポーネントでは委託契約の締結に係る支援を行う。具体的には、AIAS が行う民間オペレータ

ーとの 1. 委託契約内容の再確認、2. 委託契約交渉、3. 委託契約締結、について内容と進捗のフォロー

を行う。 

PO 選定の入札 
施設の運営維持管理 

各戸接続契約の締結、州・郡職員、PO の研修等 

(6 ヵ月) 

着工 完工 （委託契約に係る） 
MoU 締結 委託契約締結 

PO: 民間オペレーター 
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表 3 委託契約方式に係る利点 

利点 

1 
着工後の早い段階で民間オペレーター(PO)を選定することで、PO が建設現

場へ赴き施設の設計、仕様について詳細に把握することが出来、将来的に修

理等をよりスムーズに行うための一助となる。 

2 
施設の運転開始前に余裕を持って各戸接続契約の締結、顧客との顔合わせ

や信頼関係の構築、スタッフの研修の受講等が可能となりスムーズに施設

の運営維持管理を開始できる。 

3 
契約書より拘束力のない MoU 締結により、施工時の変更内容（施設内容の

変更や工期の遅れ）に対し、完工後の施設の運営維持管理を行うことが可能

かどうか契約前に民間オペレーターが判断することができる。 

4 
AIAS 側としては、PO が雇用する従業員の能力等を見極める期間があり、

場合によっては早めの要員交代または追加の研修受講等を要請することが

できる。 

 

上述の委託契約締結方式を採ることで、表 3 中の利点 1~3 に挙げるとおり、従来民

間オペレーターが直面していた課題への対応が可能となる。また、本プロジェクトでは、

協力準備調査において施設の黒字経営に必要となる各戸接続世帯数を算出し、本体工

事においてその接続工事が確実に行われる計画となっている。さらに、施設は日本の無

償資金協力によって建設されるため、施設の品質が確保されることも民間オペレータ

ーにとっては魅力となる。これらの利点について、民間オペレーターに対する入札説明

会4において前広に説明を行うことで、オペレーターの入札への参加促進を図る5。 

 

(2) 各戸接続契約の締結支援 

本活動は主に各戸接続契約の候補となる世帯を訪問し、各戸接続契約の内容、給水施

設の適切な利用方法、水道料金支払い義務等に関する説明を行うことで契約締結を促

進し、施設の黒字経営に必要となる各戸接続契約数を確保することを目的とした活動

を支援するものである。 

各戸接続を行う世帯は、本体工事において配管工事が開始される前に確定される必

要があることから、同時期までに各戸接続を行う世帯と民間オペレーターの間で各戸

接続契約が締結されることが望ましい。しかしながら、民間オペレーターの施設運営維

持管理に係る委託契約は上述のとおり施設完工 6 ヵ月前に締結されるため、配管工事

開始前に民間オペレーターが各戸接続の契約書に署名することは出来ない。以上のこ

                                                  
4 入札説明会は新規技プロで実施を支援する。 
5 他の施設での入札事例としては、2019 年に建設されたニアッサ州マルーパ郡の給水施設で 4 社が入札

に参加している。同入札では、上述のような対策は特に講じていない。また、各戸接続は、世帯の契約意

思の有無に関わらず一定数の接続が行われた（既に接続されているにも関わらず契約が成立しないリスク

が有る）状態での入札であった。なお、水道料金は AURA によって 1m³当たりの上限額が決まっている

こと、通常、民間オペレーターが施設や運営の諸条件を考慮して決定し、AIAS を通じて AURA に承認さ

れるため、水道料金が入札時に決まっていないことがオペレーターの入札参加を妨げる要因になることは

考えにくい。 

A6-10



 

とから、配管工事開始前には、各戸接続候補世帯は郡 SDPI と「各戸接続契約の要望書」

に署名し、要望書が提出された世帯に対して本体工事において接続工事を行うことと

する。ソフトコンポーネントにおいては、接続候補世帯に対する各戸接続契約の内容、

給水施設の適切な利用方法、水道料金支払い義務等に関する説明と「各戸接続契約の要

望書」の取り付けを支援する。「各戸接続契約の締結」は民間オペレーターの運営維持

管理に係る委託契約が締結された後に民間オペレーターが実施し、郡 SDPI が契約締結

のモニタリングと必要な支援を行うこととする6。 

 

(3) 各戸接続候補世帯への水道料金の説明 

各戸接続契約の要望書の取り付け支援においては、候補世帯に対する水道料金につ

いての説明も必要となるものの、最終的な初期水道料金が確定されるのは、施設の試運

転が行われた後となる。本活動では初期水道料金に関して、主に以下の点について説明

を行い、候補世帯との合意を図ることとする。 

 

① AURA によって規定されている 1m³当たりの水道料金の上限 

② 水道料金に含まれる項目（固定料金、接続キットの分割料金等） 

③ 従量制であること。 

④ 上記①から③、および現地調査で得た平均使用量を基に計算した「目安の水道

料金」。ただし、貧困層が多い地域では使用量と水道料金が連動することの理

解と知識が乏しかった場合、目安の水道料金（従量制）を固定料金と誤解し、

トラブルのリスクがあるため、説明は慎重かつ丁寧に行う必要がある。 

⑤ 最終的に確定される水量 1m³あたりの単価は、AURA が規定している単価を超

えることは原則認められていないため、契約締結前の説明に用いる金額から大

きく異なる可能性は低い。 

⑥ 水道料金の支払いは接続世帯の責任であること、施設の適切な利用方法、水道

料金が未払いの場合は接続がカットされること、再接続のためには再接続料金

が係ること等の住民側の責任事項。 

⑦ 民間オペレーター側の責任事項は、安定的な給水、安全な水の供給、クレーム

に対する速やかな対応等であること。 

⑧ 契約の解除は可能であること。 

 

5-3. ハンドポンプ付深井戸 

 本ソフトコンポーネントで支援する受益者負担の施設の維持管理体制の設立と対象村落

の衛生環境改善に係る活動は、可能な限り PRONASAR で標準として定められている PEC

                                                  
6 「各戸接続契約の要望書」の署名は各戸接続工事を行うための条件となり、「各戸接続契約の締結」は

給水サービスを開始する条件となる。 
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活動内容・方法に沿う形で実施する方針とする。 

 表 1 に本ソフトコンポーネントで実施する活動を示す。 

 

表 1 ハンドポンプ付深井戸に係るソフトコンポーネント活動 

成果 活動番号 活動項目 

成果 1 

1 
地域リーダー（伝統的リーダー）に対するプロジェクト・オリエンテーシ

ョンおよび地方給水衛生事業における責任と役割に関する意識啓発 

2 
対象村落におけるプロジェクト・オリエンテーションおよび地方給水衛生

事業における責任と役割に関する意識啓発 

3 村落住民による対象村落の給水衛生環境の現状分析 

4 水衛生委員会(CAS)の設立/再組織化 

5 給水施設建設候補地の選定 

6 水衛生委員会(CAS)の能力強化および衛生改善活動に必要な内容の特定 

7 水衛生委員会(CAS)の役割と責任に関するトレーニング 

成果 2 8 
ポンプ修理工(ML)に対するハンドポンプの修理・維持管理に係るトレー

ニング 

成果 3 

9 対象村落における衛生改善の促進 

9-1 アクティビスタの選定 

9-2 アクティビスタを対象とした衛生改善促進に係るトレーニング 

9-3 
住民を対象とした CLTS (Community Led Total Sanitation) 手法 /PHAST
（Participatory Hygiene and Sanitation Transformation）手法を使った衛生改

善活動の実施 

9-4 世帯における衛生改善のための世帯用トイレと手洗い設備のモデル選定 

＊これらの活動は PEC マニュアルに沿って策定されており、実施も同マニュアルに沿って行われる。 

 

また、ハンドポンプ付深井戸に係る活動で実施するトレーニングの主な内容を表 2 に示す。 

 

表 2 トレーニングの主な内容 

活動

番号 
活動項目 主な内容 

7 

水衛生委員会 (CAS)の

役割と責任に関するト

レーニング 

1. 給水衛生改善活動における CAS とメンテナンスグループの機

能、各メンバーの役割と責任、他の関係主体の役割 

2. リーダーシップスキル、紛争解決 

3. 維持管理費の積立・管理（金額、物納の可否、徴収方法、積立

方法、保管、会計報告等の取り決め等） 

4. スペアパーツ入手方法 

5. 給水施設の利用および維持管理活動へのジェンダー、障害者、

社会的弱者の参加促進 

6. 水料金の設定 

7. 安全な水の利用・保管と衛生環境、栄養改善の関係 

8. 問題分析に基づく CAS 行動計画の策定 

8 

ポンプ修理工(ML)に対

するハンドポンプの修

理・維持管理に係るト

レーニング 

1. ハンドポンプ付き深井戸の持続的運営維持管理に影響する貢

献・阻害要因 

2. ハンドポンプ付き深井戸の運営維持管理における ML の責任と

役割 

3. ハンドポンプ付き深井戸および付帯施設の構造、ハンドポンプ

の据付、解体、修理方法の理解と習得 

4. ハンドポンプの維持管理および修理における郡 SDPI、ML、メ

ンテナンスグループの連携方法 
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活動

番号 
活動項目 主な内容 

5. スペアパーツ販売店へのアクセス方法 

6. メンテナンスグループに対する指導方法 

7. 修理記録の付け方 

8. 現場実習 

9-2 

アクティビスタを対象

とした衛生改善促進に

係るトレーニング 

1. アクティビスタの責任と役割、住民および CAS との関係 

2. 水因性疾患と水衛生の関係、水因性疾患予防のための糞口汚染

経路のコントロール 

3. 衛生習慣、安全な水とトイレの使用 

4. 安全な水の利用、保管と衛生環境、栄養改善の関係 

5. 衛生改善に係る知識、実践、行動変容に関する評価、問題の特

定、計画作成、モニタリングを促進する参加型手法 

6. 世帯用トイレの改善に係る技術選択 

7. コミュニティでの衛生改善活動実施に係る活動計画作成 

 

活動の実施に際しては、既往技プロの手法を踏襲するとともに、同技プロで育成されたポ

ンプ修理工やトイレ建設工等の人材を本プロジェクトの新規サイトにおいても活用する、

育成されたスペアパーツ販売店・販売員から新規サイトの住民がパーツを購入するよう指

導する等、既存の人材や整備された体制を最大限に活用し、活動の重複を避け、新規の人材

育成は必要最低限にとどめることとする。 

 

また、本プロジェクトは、ニアッサ州において実施が予定されている保健セクター、農業

セクター、水衛生セクターによるマルチセクトラル栄養改善プログラムの 1 案件と位置付

けられている。安全な水と衛生施設の利用および適切な衛生行動が水因性疾患の予防の促

進になるだけでなく、母子の栄養改善に重要な役割を果たすことを、村落レベルにおける啓

発活動の中に取り入れて実施する。 

さらに、安全な水を使用した手洗いを促進することで、COVID-19 感染防止にも貢献する

ことを目指す。 

 

6. ソフトコンポーネントの実施リソースの調達方法 

6-1. 実施リソースの調達方法 

本ソフトコンポーネントを実施するにあたり、前項で示した給水施設の運営維持管理体

制の構築に係る活動を実施するために、計画立案、各活動の進捗、手法、成果の監理、全体

工程の監理、ならびに各関係者との協議・調整、工事工程との調整等を実施できる専門家が

必要であり、邦人コンサルタントから人材を調達する。 

 

現地コンサルタントに関しては、ハンドポンプ付深井戸に係る活動は、モザンビーク政府

の方針により PEC コンサルタントに委託することが規定されていることからも、計画対象

地域において類似業務の実績と能力を有する PEC コンサルタントに委託する。計画対象地

域において類似業務の実施経験を有する PEC コンサルタントを実施機関や他ドナーからの
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情報を基にショートリストを作成し、プロポーザル形式により選定する。 

 

管路系給水施設に係る活動については、各戸接続契約締結支援は現地コンサルタントが

行い、民間オペレーターとの委託契約締結支援および州・郡職員に対する施設の運営維持管

理に関する研修支援は、邦人コンサルタントは当該活動の実施時期に現地入り出来ないこ

とから、主に遠隔で、AIAS との研修プログラムの調整・確認、現地コンサルタントに対す

る活動の開始時期および内容の指示、活動の進捗確認等を行い、現地コンサルタントが現地

での活動準備、ロジ面での支援業務、関係機関との連絡・調整等を担当する。 

 

 また、州・郡職員に対する施設の運営維持管理に関する研修のうち、基礎技術研修は先

述の CFPAS に委託して実施する。また、基礎財務研修および基礎マネジメント研修は AIAS

職員が講師を担当する。 

 

現地コンサルタントの選定には、ハンドポンプ付深井戸および管路系給水施設の両活動

を同一コンサルタントが実施することを条件とする。理由としては、管路系給水施設に係る

活動においても給水衛生および住民啓発に関する一定レベルの知識と経験が求められるこ

と、管路系給水施設に係る活動実施者に対するモザンビーク政府の方針は特に定められて

いないこと、同一会社に委託することで活動の品質管理および工程管理が効率的に行える

こと等が挙げられる。 

 

6-2. 要員と業務内容 

ソフトコンポーネント活動を実施するために必要な要員と主な業務内容の詳細を表 4 に

示す。 

表 4 ソフトコンポーネントの要員と業務内容 

要員/担当 主な業務内容 
① 邦人コンサルタント要員 
(1) 施設運営維持管理計画担当 

×1 名 
ソフトコンポーネントの計画立案、活動工程ならびに本活

動の全体監理を行うとともに、施主および日本側関係諸機

関への連絡・報告、プロジェクトの各関係主体との協議・

調整、工事工程との調整等を行う。同要員は社会開発分野

での経験を有する者とする。 
② 現地コンサルタント要員（ハンドポンプ付深井戸対象サイト） 
(2) プロジェクトコーディネー

タ 
×1 名 

ハンドポンプ付深井戸に係る委託業務の全体統括を担当

し、ソフトコンポーネント活動の実施計画策定、各活動の

投入・手法・成果、安全管理および進捗管理を行う。また、

実施機関および本邦コンサルタントへの活動報告を行う。 

同要員は本件類似業務に総括責任者として従事した経験

を有するものとする。 
(3) 社会開発専門家×4 名 

（1 名×4 郡) 
PRONASAR の方針に基づく住民による水衛生委員会の組

織化および指導、衛生改善促進に係る啓発活動の現場にお

いて、チームリーダーとして活動進捗および品質管理等を
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要員/担当 主な業務内容 
担当する。同要員は、類似業務の経験ならびに、参加型計

画立案・モニタリング・評価手法、住民組織の運営・財務

管理、CLTS 手法による衛生改善活動に対する知見を有し、

対象地域で使用される言語でのコミュニケーションが可

能な者とする。 
(4) ファシリテーター×4 名 
  （1 名×4 郡) 

ファシリテーターとしてコミュニティーに対する啓発活

動の普及は、アニマドールと呼ばれる普及員が担うことと

なる。アニマドールは地元の人材を利用することで、対象

地域の使用言語や慣習・文化に精通しているだけでなく、

プロジェクト終了後もコミュニティへのフォローアップ

が期待できることから、可能な範囲で郡やコミュニティレ

ベルの既存の経験者を起用する。 
③ 現地コンサルタント要員（管路系給水施設対象サイト） 
(5) コーディネーター×1 名 
 

管路系給水施設に係る委託業務の全体統括を担当し、実施

機関および本邦コンサルタントへの活動報告を行う。各戸

給水接続契約の締結支援に関しては、各郡における活動進

捗および成果の監理を行う。また州・郡関係者に対する施

設の運営維持管理に関する研修支援に関しては、邦人コン

サルタントの補助要員として、関係者との連絡・調整なら

びに研修の開催支援を担う。同要員は管路系給水施設の運

営維持管理に係る業務経験を有する者とする。 
(6) 社会開発専門家×4 名 
 （1 名×4 サイト） 

管路系給水施設対象サイトにおいて各戸接続を行う世帯

に対し、契約内容の説明、施設と水の適切な利用、各戸接

続契約の要望書取り付け支援に係る活動の現場において、

チームリーダーとして活動進捗および品質管理等を担当

する。同要員は、類似業務の経験ならびに、対象地域で使

用される言語でのコミュニケーションが可能な者とする。 
(7) ファシリテーター×8 名 

（2 名×4 サイト） 
管路系給水施設対象サイトにおいて各戸接続を行う世帯

に対し、世帯を戸別訪問し契約内容の説明、施設と水の適

切な利用、各戸接続契約の要望書取り付けの促進支援を行

う。同要員は対象地域で使用される言語でのコミュニケー

ションが可能な者とする。 
④ 実施機関 
(8) AIAS ×1 名 
    SPI/DSI-AS ×1 名 
 

本プロジェクトのカウンターパートとして実施機関であ

る AIAS および SPI/DSI-AS から配置され、邦人コンサル

タントならびに現地コンサルタントと協力の下、活動の監

理に当たる。また、対象郡の地方自治体や、地方給水衛生

事業に関係する他省庁ならびに他ドナーとの調整、協力要

請を担当する。 
⑤ 対象郡庁 
(9) SDPI 担当者×各郡 2 名 郡レベルでのプロジェクトの調整を行う。既往技プロにお

いて能力強化を受けた職員を担当者とする。 

 

なお、実施機関および各郡 SDPI/市役所の水衛生セクターの人員体制は表 5 のとおりであ

る。 
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表 5 実施機関、各郡 SDPI/市役所の水衛生セクター人員体制 

 局長/所長 部長 課長 テクニシャン 合計 

AIAS カーボデルガード事務所 1 - - 3 4 

SPI/DSI-AS 1 1 - 3 5 

マヴァゴ郡 SDPI - - 1 2 3 

ムエンベ郡 SDPI - - 1 2 3 

マジュネ郡 SDPI - - 1 3 4 

マンディンバ郡 SDPI - - 1 2 3 

マンディンバ市給水課 - - 1 4 5 

 

6-3. 活動実施要員のチーム編成 

 ハンドポンプ付深井戸対象サイトについては、施設の建設候補地の選定（活動 5）までの

活動は、工事開始前までに完了する必要があるものの、12 月から 3 月にかけての雨季には

住民が畑等の耕作地に移動し村落からいなくなるため、同期間には村落レベルでの活動が

実施できない等の時間的制約が生じる点に留意する。 

 

 管路系給水施設対象サイトについては、各戸接続契約の締結支援は現地コンサルタント

に委託して実施するが、本活動は本邦施工業者の契約締結後から開始し、各戸接続契約の要

望書の取り付けが各戸接続工事が開始される前に完了していることが望ましい。特に、各戸

接続工事の開始前に各戸接続契約の要望書の取り付けが完了し接続世帯が確定することに

より、工事を遅延なく効率的に進めることが可能となる。 

 

 上述のとおり、雨期や工事の進捗に影響のないようにチーム数の検討を行った。なお、こ

れら活動にはカウンターパートである郡 SDPI 職員が同行する。ただし、各郡に配置されて

いる水衛生担当の職員は 2 名と少なく、また、同期間には日常の業務以外に実施設計調査や

建設工事への同行も必要となるため、ソフトコンポーネントに同行できる職員の数は限定

的であると想定される。1 郡に複数チームで活動を行うと限定的なカウンターパート職員数

により活動が滞ることが予想されるため、活動の効率化を考えて、1 郡につき 1 チームずつ

のチーム編成でソフトコンポーネント活動を実施することとする。 

 

7. ソフトコンポーネントの実施工程 

ソフトコンポーネント活動工程表を添付資料 2 に示す。 

 

8. ソフトコンポーネントの成果品 

ソフトコンポーネントの成果品は、添付資料 1「ソフトコンポーネント活動計画（投入計

画）詳細」に活動毎に示した。先方実施機関および日本側に提出されるソフトコンポーネン
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ト完了報告書の他に、活動の主な成果品として給水施設維持管理合意書、CAS 行動計画、

管路系給水施設の各戸接続契約書、運営維持管理委託契約書がある。これらの成果品により

活動の実施状況と成果の達成度を確認する。 

 

9. モザンビーク側実施機関の責務 

(1) 郡 SDPI 職員による活動モニタリング 

郡 SDPI 職員は本ソフトコンポーネント活動の各活動が適切に実施されているか、成果の

発現に結びついているかを確認するため定期的にモニタリングを実施する。また、給水施設

の利用を開始したサイトにおいて、住民による施設の利用状況、水衛生委員会による維持管

理状況、衛生環境および住民の衛生行動の改善状況についてもモニタリングを行い、必要な

フォローを行う。 

 

(2) SINAS（全国水衛生情報システム）データベースの更新 

モザンビークでは、郡内に存在する全ての給水施設、衛生施設についての情報を SINAS

データベースに集約することとなっている。本プロジェクトで建設される給水施設の情報

についても、郡 SDPI 職員が新規施設の情報を収集し SINAS にアップロードする。また、施

設の使用開始後は、3 ヵ月毎に施設の稼働状況をモニタリングし SINAS の情報を更新する。

本活動は郡 SDPI の責任で行われる。 

 

* * * * * 
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特
定

1
.
 
C
A
S
お

よ
び

M
G
の

能
力

、
住

民
の

衛
生

行
動

に
関

す
る

現
状

分
析

と
支

援
が

必
要

な
分

野
を

特
定

す
る

。
水

衛
生

委
員

会
0
.
5
日

/
サ

イ
ト

（
5
0
日

）
各

対
象

サ
イ

ト
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

同
上

・
活

動
報

告
書

7
水

衛
生

委
員

会
(
C
A
S
)
の

役
割

と
責

任
に

関
す

る
ト

レ
ー

ニ
ン

グ

1
.
 
給

水
衛

生
改

善
活

動
に

お
け

る
C
A
S
と

M
G
の

機
能

、
各

メ
ン

バ
ー

の
役

割
と

責
任

、
他

の
関

係
主

体
の

役
割

2
.
 
リ

ー
ダ

ー
シ

ッ
プ

ス
キ

ル
、

紛
争

解
決

3
.
 
維

持
管

理
費

の
積

立
・

管
理

（
金

額
、

物
納

の
可

否
、

徴
収

方
法

、
積

立
方

法
、

保
管

、
会

計
報

告
等

の
取

り
決

め
）

4
.
 
ス

ペ
ア

パ
ー

ツ
入

手
方

法
5
.
 
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
グ

ル
ー

プ
(
M
G
)
の

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

6
.
 
給

水
施

設
の

利
用

お
よ

び
維

持
管

理
活

動
へ

の
ジ

ェ
ン

ダ
ー

、
障

害
者

、
社

会
的

弱
者

の
参

加
促

進
7
.
 
水

料
金

の
設

定
8
.
 
安

全
な

水
の

利
用

・
保

管
と

衛
生

環
境

、
栄

養
改

善
の

関
係

 
 
(栄

養
改

善
/マ

ル
チ

セ
ク

ト
ラ

ル
ア

プ
ロ

ー
チ

）
9
.
 
問

題
分

析
に

基
づ

く
C
A
S
行

動
計

画
の

策
定

対
象

サ
イ

ト
の

C
A
S

【
約

1
2
名

/
C
A
S
】

5
日

/
サ

イ
ト

(
5
0
0
日

）
各

対
象

サ
イ

ト

グ
ル

ー
プ

ワ
ー

ク
、

デ
ィ

ス
カ

ッ
シ

ョ
ン

等
を

活
用

し
た

C
A
S
対

象
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

同
上

・
活

動
報

告
書

・
C
A
S
行

動
計

画

8
ポ

ン
プ

修
理

工
(
M
L
)
に

対
す

る
ハ

ン
ド

ポ
ン

プ
の

修
理

・
維

持
管

理
に

係
る

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

1
.
 
ハ

ン
ド

ポ
ン

プ
付

き
深

井
戸

給
水

施
設

の
持

続
的

運
営

維
持

管
理

に
影

響
す

る
貢

献
・

阻
害

要
因

2
.
 
ハ

ン
ド

ポ
ン

プ
付

き
深

井
戸

給
水

施
設

の
運

営
維

持
管

理
に

お
け

る
M
L
の

責
任

と
役

割
3
.
 
ハ

ン
ド

ポ
ン

プ
付

き
深

井
戸

給
水

施
設

お
よ

び
付

帯
施

設
の

構
造

、
ハ

ン
ド

ポ
ン

プ
の

据
付

、
解

体
、

修
理

方
法

の
理

解
と

習
得

4
.
 
ハ

ン
ド

ポ
ン

プ
の

維
持

管
理

お
よ

び
修

理
に

お
け

る
郡

S
D
P
I
、

M
L
、

M
G

の
連

携
方

法
5
．

ス
ペ

ア
パ

ー
ツ

へ
の

ア
ク

セ
ス

方
法

6
.
 
M
G
に

対
す

る
指

導
方

法
7
.
 
修

理
記

録
の

付
け

方
8
.
 
習

得
度

確
認

の
た

め
の

技
能

試
験

新
規

に
選

ば
れ

た
M
L

【
5
名

/
郡

：
合

計
2
0
名

】
5
日

/
郡

(
2
0
日

）
各

郡
庁

所
在

地
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

（
講

義
と

実
地

研
修

）

現
地

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
郡

S
D
P
I

【
日

本
国

側
負

担
】

・
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
報

告
書

・
参

加
者

の
技

能
試

験
結

果

9
対

象
村

落
に

お
け

る
衛

生
改

善
の

促
進

ハ ン ド ポ ン プ 付 深 井 戸

ソ
フ

ト
コ

ン
ポ

ー
ネ

ン
ト

活
動

計
画

表
(
投

入
計

画
）

詳
細
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対
象

施
設

活
動

番
号

活
動

内
容

目
的

 
/
 
内

容
対

象
者

所
要

日
数

実
施

場
所

実
施

方
法

実
施

責
任

者
成

果
品

9
-
1
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
衛

生
普

及
員

（
ア

ク
テ

ィ
ビ

ス
タ

）
の

選
定

＜
活

動
4と

同
時

に
実

施
＞

1
.

各
村

落
に

お
い

て
衛

生
改

善
活

動
の

担
い

手
と

な
る

ア
ク

テ
ィ

ビ
ス

タ
の

選
定

対
象

サ
イ

ト
住

民
ー

各
対

象
サ

イ
ト

住
民

集
会

同
上

・
活

動
報

告
書

9
-
2
ア

ク
テ

ィ
ビ

ス
タ

を
対

象
と

し
た

衛
生

改
善

促
進

に
か

か
る

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

1
.

ア
ク

テ
ィ

ビ
ス

タ
の

責
任

と
役

割
、

住
民

お
よ

び
C
A
S
と

の
関

係
2
.

水
因

性
疾

患
と

水
衛

生
の

関
係

、
水

因
性

疾
患

予
防

の
た

め
の

糞
口

汚
染

経
路

の
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
3
．

衛
生

習
慣

、
安

全
な

水
と

ト
イ

レ
の

使
用

4
.

安
全

な
水

の
利

用
、

保
管

と
衛

生
環

境
、

栄
養

改
善

の
関

係
(栄

養
改

善
/マ

ル
チ

セ
ク

ト
ラ

ル
ア

プ
ロ

ー
チ

）
4
．

衛
生

改
善

に
か

か
る

知
識

、
実

践
、

行
動

変
容

に
関

す
る

評
価

、
問

題
の

特
定

、
計

画
作

成
、

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

を
促

進
す

る
参

加
型

手
法

と
ツ

ー
ル

5
.

世
帯

用
ト

イ
レ

の
改

善
に

か
か

る
技

術
選

択
6
.

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

で
の

衛
生

改
善

活
動

実
施

に
か

か
る

活
動

計
画

作
成

選
定

さ
れ

た
ア

ク
テ

ィ
ビ

ス
タ

【
1
名

/
サ

イ
ト

：
計

1
0
0
名

】
3
日

/
郡

(
1
2
日

）
各

郡
庁

所
在

地
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

同
上

・
活

動
報

告
書

9
-
3
住

民
を

対
象

と
し

た
C
L
T
S
(
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
L
e
d
 
T
o
t
a
l
 
S
a
n
i
t
a
t
i
o
n
)
手

法
/
P
H
A
S
T
（

P
a
r
t
i
c
i
p
a
t
o
r
y
 
H
y
g
i
e
n
e
 
a
n
d
 
S
a
n
i
t
a
t
i
o
n

T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
）

手
法

を
使

っ
た

衛
生

改
善

活
動

の
実

施

1
.

C
L
T
S
活

動
を

と
お

し
、

衛
生

行
動

、
村

落
内

の
衛

生
環

境
改

善
に

対
す

る
住

民
の

自
発

的
な

行
動

変
容

の
促

進
2
.

給
水

施
設

の
利

用
お

よ
び

維
持

管
理

活
動

へ
の

ジ
ェ

ン
ダ

ー
、

障
害

者
、

社
会

的
弱

者
の

参
加

促
進

3
.

安
全

な
水

の
利

用
・

保
管

と
衛

生
環

境
、

栄
養

改
善

の
関

係
(栄

養
改

善
/マ

ル
チ

セ
ク

ト
ラ

ル
ア

プ
ロ

ー
チ

）

対
象

サ
イ

ト
住

民
2
日

/
サ

イ
ト

(
2
0
0
日

）
各

対
象

サ
イ

ト
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

同
上

・
活

動
報

告
書

9
-
4
世

帯
レ

ベ
ル

で
の

衛
生

改
善

の
た

め
の

世
帯

用
ト

イ
レ

と
手

洗
い

設
備

の
モ

デ
ル

選
定

1
.

住
民

に
よ

る
協

議
（

ト
イ

レ
使

用
の

実
践

、
世

帯
用

ト
イ

レ
の

メ
リ

ッ
ト

と
デ

メ
リ

ッ
ト

、
世

帯
レ

ベ
ル

に
お

け
る

改
良

型
ト

イ
レ

の
必

要
性

、
 
改

良
型

ト
イ

レ
の

オ
プ

シ
ョ

ン
に

関
す

る
メ

リ
ッ

ト
と

デ
メ

リ
ッ

ト
、

ト
イ

レ
使

用
に

か
か

る
行

動
変

容
を

妨
げ

る
要

因
、

等
）

2
.
各

タ
イ

プ
の

世
帯

用
ト

イ
レ

の
建

設
に

必
要

な
、

材
料

、
コ

ス
ト

、
技

術
等

に
関

す
る

情
報

共
有

3
.

住
民

が
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
で

導
入

す
る

世
帯

用
ト

イ
レ

の
選

定

対
象

サ
イ

ト
住

民
0
.
5
日

/
サ

イ
ト

(
5
0
日

）
各

対
象

サ
イ

ト
住

民
集

会
同

上
・

活
動

報
告

書

1
A
I
A
S
、

郡
S
D
P
I
に

対
す

る
各

戸
接

続
契

約
の

締
結

支
援

1
.

接
続

候
補

世
帯

の
選

定
（

SD
PI

が
実

施
）

2
.

接
続

候
補

世
帯

に
対

す
る

、
各

戸
接

続
契

約
内

容
、

給
水

施
設

の
適

切
な

利
用

方
法

、
水

道
料

金
支

払
に

関
す

る
説

明
支

援
3
.

各
戸

接
続

契
約

の
要

望
書

取
り

付
け

支
援

1
.

住
民

集
会

：
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
ー

ﾘ
ｰ

ﾀ
ﾞ
ｰ
・

ｻ
ﾌ
ﾞ
ﾘ
ｰ
ﾀ
ﾞ
ｰ

2
.

世
帯

訪
問

：
各

戸
接

続
世

帯
　

【
約

9
5
0
世

帯
】

1
.

住
民

集
会

【
1
日

/
サ

イ
ト

：
計

4
日

】
2
.

世
帯

訪
問

【
2
h
r
s
 
x
 
4
世

帯
/
日

：
計

3
0
9

日
:
 
1
2
3
5
世

帯
】

3
.

世
帯

訪
問

 
(
要

望
書

未
提

出
世

帯
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
)

【
1
0
日

 
x
 
4
郡

：
4
0
日

】

各
対

象
サ

イ
ト

1
.

住
民

集
会

2
.

世
帯

訪
問

現
地

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
郡

S
D
P
I

【
日

本
国

側
負

担
】

・
活

動
報

告
書

・
各

戸
接

続
契

約
者

リ
ス

ト

2
A
I
A
S
に

対
す

る
民

間
オ

ペ
レ

ー
タ

ー
と

の
委

託
契

約
締

結
支

援
1
.

契
約

内
容

再
確

認
に

係
る

支
援

2
.

契
約

交
渉

支
援

3
.

委
託

契
約

締
結

の
支

援
A
I
A
S

-
リ

シ
ン

ガ
A
I
A
S
、

民
間

オ
ペ

レ
ー

タ
ー

と
の

協
働

邦
人

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト

【
日

本
国

側
負

担
】

・
運

営
維

持
管

理
委

託
契

約
書

3
S
P
I
/
D
S
I
-
A
S
お

よ
び

郡
S
D
P
I
へ

の
施

設
の

運
営

維
持

管
理

に
関

す
る

研
修

支
援

本
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
で

建
設

す
る

施
設

の
運

転
・

管
理

に
必

要
な

基
礎

的
な

技
能

の
習

得
を

支
援

す
る

。

1
.

基
礎

技
術

研
修

2
.

基
礎

財
務

研
修

3
.

基
礎

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
研

修
(4

. 
施

設
の

初
期

操
作

指
導

（
本

邦
業

者
責

任
）

)

S
P
I
/
D
S
I
-
A
S
【

2
名

】
S
D
P
I
担

当
者

【
2
名

/
サ

イ
ト

：
計

8
名

】
合

計
1
0
名

1
~
3
:

5
日

/
項

目
 
x
 
3
 
項

目
 
=
 
1
5
日

4
:
5
日

 
x
 
4
サ

イ
ト

=
 
2
0
日

合
計

3
5
日

技
術

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

:
 
マ

プ
ト 財

務
、

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
:
 
リ

シ
ン

ガ
施

設
運

転
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
：

各
サ

イ
ト

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ

邦
人

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
現

地
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

【
日

本
国

側
負

担
】

・
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
報

告
書

管 路 系 給 水 施 設
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添付資料 2

項　　目

●

●

●

▲

No. 活動 実施日数 活動場所

ムエンベ

マジュネ

マヴァゴ

マンディンバ

ムエンベ

マジュネ

マヴァゴ

マンディンバ

ムエンベ

マジュネ

マヴァゴ

マンディンバ

ムエンベ

マジュネ

マヴァゴ

マンディンバ

ムエンベ

マジュネ

マヴァゴ

マンディンバ

ムエンベ

マジュネ

マヴァゴ

マンディンバ

ムエンベ

マジュネ

マヴァゴ

マンディンバ

ムエンベ

マジュネ

マヴァゴ

マンディンバ

9

ムエンベ

マジュネ

マヴァゴ

マンディンバ

ムエンベ

マジュネ

マヴァゴ

マンディンバ

ムエンベ

マジュネ

マヴァゴ

マンディンバ

ムエンベ

マジュネ

マヴァゴ

マンディンバ

ムエンベ

マジュネ

マヴァゴ

マンディンバ

ムエンベ

マジュネ

マヴァゴ

マンディンバ

マプト

リシンガ

ムエンベ

マジュネ

マヴァゴ

マンディンバ

邦人コンサルタント MM 日

施設運営維持管理/衛生教育 2.0 60

12月～4月 雨期 12月～4月 雨期 12月～4月 雨期

モザンビーク国　ニアッサ州地方給水施設建設計画

ソフトコンポーネント活動実施工程表
年 2020年 2021年 2022年 2023年

12 1 2 3 4 5 12 1 2 3 4 56 7 8 9 10

年　　度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

11 2 3 4 56 7 8 9 10 11

　入札図書確認（現地）

　入札（P/Q)公示/通知/評価

　現説　図渡し

　入札（図渡しから最低60日間）

　入札評価

　工事業者契約

契
約

　閣議

　交換公文調印、GA

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約（現地）

実
施
設
計

　現地調査

　国内解析

　OD/DD比較

　図書作成

6 7 8 912 1

管
路
系
給
水
施
設

配管工事 （1サイト施工）

配水池築造工事 （2サイト施工）

機械室・管理棟築造工

公共水栓建設

各戸接続
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ソ
フ
ト
コ
ン
ポ
ー

ネ
ン
ト
活
動

ハ
ン
ド
ポ
ン
プ
付
深
井
戸

1
地域リーダー（伝統的リーダー）に対するプロジェクト・オリエンテー
ションおよび地方給水・衛生事業における責任と役割に関する意
識啓発

1日/郡
(4日)

2
対象村落におけるプロジェクト・オリエンテーションおよび地方給
水・衛生事業における責任と役割に関する意識啓発

1日/サイト
(140日）

3 村落住民による対象村落の給水・衛生環境の現状分析

6
水衛生委員会(CAS)の能力強化、衛生改善活動に必要な内容の
特定

0.5日/サイト
（50日）

7 CASの役割と責任に関するトレーニング
5日/サイト

(500日）

1日/サイト
（140日）

4 水衛生委員会(CAS)の設立/再組織化
1日/サイト

(140日）

5 給水施設建設候補地の選定
1日/サイト
（140日）

9-2 アクティビスタを対象とした衛生改善促進にかかるトレーニング
3日/郡
(12日）

9-3
住民を対象としたCLTS(Community Led Total Sanitation)手法
/PHAST（Participatory Hygiene and Sanitation Transformation）手
法を使った衛生改善活動の実施

2日/サイト
(200日）

8
ポンプ修理工(ML)に対するハンドポンプの修理・維持管理に係る
トレーニング

5日/郡
(20日）

対象村落における衛生改善の促進

9-1
コミュニティ衛生普及員（アクティビスタ）の選定＜活動 4と同時に
実施＞

ー

3
SPI/DSI-ASおよび郡SDPIへの施設の運営維持管理に関する研
修支援

1~3:
5日/項目 x 3 項目 = 15日

4:
5日 x 4サイト= 20日
合計35日

要
員
計
画

9-4
世帯での衛生改善のための世帯用トイレと手洗い設備のモデル
選定

0.5日/サイト
(50日）

管
路
系
給
水
施
設

1 AIAS、郡SDPIに対する各戸接続契約の締結支援

1. 住民集会
【1日/サイト：計4日】
2. 世帯訪問
【2hrs x 4世帯/日：計309日: 1235世帯】
3. 世帯訪問 (要望書未提出世帯のフォローアップ)
【10日 x 4郡：40日】

2 AIASに対する民間オペレーターとの委託契約締結支援 -

1 MM (30⽇) 1.0MM (30⽇)
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No. 名  称 形態
ｵﾘｼﾞﾅﾙ・

ｺﾋﾟｰ
発行機関 発行年

1 Government Five Years Plan (2015-2019) 図書 ｺﾋﾟｰ ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ政府 2015 

2 National Program for Rural Water and 
Sanitation (PRONASAR, 2019-2030) 

図書 ｺﾋﾟｰ

Ministry of 
Public Works, 
Housing and 
water Resources 

2019 

3 Water Law No. 16/91 官報 ｺﾋﾟｰ ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ政府 1991 

4 New Water Policy, Resolution No. 42/2016 官報 ｺﾋﾟｰ ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ政府 2016 

5 Plano de Implementação Annual do 
PRONASAR, 2017 

図書 ｺﾋﾟｰ DNAAS 2017 

6 Annual Report on Performance Evaluation 
of Water Supply and Sanitation, 2018 

図書 ｺﾋﾟｰ DNAAS 2019 

7 Decree No. 63/2020、64/2020（州組織改編

令）
官報 ｺﾋﾟｰ ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ政府 2020 

8 Diploma Ministerial No.77/2015
（土木建設業ﾗｲｾﾝｽ令）

官報 ｺﾋﾟｰ ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ政府 2015 

9 O Quadro Legal para Obras de 
Construção em Moçambique 図書 ｺﾋﾟｰ Giz 2008 

10 Resolution No. 1/2018, 2/2018, 
3/2018 (水道料金改定) 官報 ｺﾋﾟｰ ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ政府 2018 

11 Decree No. 8/2019 (CRA から
AURA への改名令) 官報 ｺﾋﾟｰ ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ政府 2019 

12 Decree No. 66/2017（IVA 制定令） 官報 ｺﾋﾟｰ ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ政府 2017 

13 Decree No. 37/2016（外国人雇用
法令）

官報 ｺﾋﾟｰ ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ政府 2016 

14 Decree No. 30/2003（上下水道設
計基準）

官報 ｺﾋﾟｰ ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ政府 2003 

15 

Constructing the conditions for 
private sector involvement in 
small towns’ water supply 
system in Mozambique: policy 
implications  

図書 ｺﾋﾟｰ IWA Publishing 2018 

16 Decree No. 89/2017（環境保護令） 官報 ｺﾋﾟｰ ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ政府 2017 

17 Decree No. 54/2015（EIA 実施令） 官報 ｺﾋﾟｰ ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ政府 2015 

18 Decree No. 81/99（ニアッサ保護
区境界線改訂令）

官報 ｺﾋﾟｰ ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ政府 1999 

19 

Plano de 3 anos para 
implementação da NDCs 
Moçambique-Plano de 
Necessidades 

ﾃﾞｰﾀ ｺﾋﾟｰ
モザンビーク国
土地環境省

2018 

20 
Estratégia Nacional de 
Adaptação e Mitigação 
Climáticas (ENAMMC) 

図書 ｺﾋﾟｰ 環境活動調整省 2012 

21 
Decree No. 18/2009 Alargamento 
QGD e Criação do AIAS（法令
AIAS 管轄地区） 

官報 ｺﾋﾟｰ ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ政府 2009 

22 

Decree No. 72/98 Quadro de 
Gestão Delegada do 
Abastecimento de Água（水行政
令）

官報 ｺﾋﾟｰ ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ政府 1998 

A7-1



No. 名  称 形態 ｵﾘｼﾞﾅﾙ・ 
ｺﾋﾟｰ 発行機関 発行年 

23 Decree No. 18/2012 (地下水開発
規制) 官報 ｺﾋﾟｰ ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ政府 2012 

24 
Relatório Anual de Avaliação do 
Desempenho do Sector de Águas 
2015 (Draft)  

図書 ｺﾋﾟｰ DNAAS 2016 

25 Diploma Ministerial Nr. 
237/2010 （AIAS 管轄市町） 官報 ｺﾋﾟｰ ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ政府 2010 

26 
Manual de Operação e 
Manutenção de Sistemas de 
Abastecimento de Água Rural 

図書 ｺﾋﾟｰ DNAAS 2017 

27 
Financial Sustainability Study of 
3 Water Supply System in 
Inhambane, Final Report 

図書 ｺﾋﾟｰ AIAS 2018 

28 Water Quality Regulation 官報 ｺﾋﾟｰ ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ政府 2004 

29 
Sustainability and VFM of Water 
Systems Implemented by 
PRONASAR in Mozambique 

図書 ｺﾋﾟｰ DFID, 
Mozambique 2018 

30 

Ferramenta de Melhoria da 
Água e Saneamento para as 
Unidades Sanitárias (WASH 
FIT) 

図書 ｺﾋﾟｰ WHO, UNICEF  

31 Census, 2017 図書 ｺﾋﾟｰ 統計局 2017 

32 Census 2017, Slides of Results ﾃﾞｰﾀ ｺﾋﾟｰ 統計局 2017 

33 Cathalog for Mozambican 
Standard 図書 ｺﾋﾟｰ 

National 
Institute for 
Standardization 
and Quality 

2014 

34 Decree No. 108/2014, approval of 
Law No. 5/93 (外国人の入国法令) 官報 ｺﾋﾟｰ ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ政府 2014 

35 Relatório Balaço da Época 
Chuvosa 2016/2017 図書 ｺﾋﾟｰ 

Conselho 
Técnico de 
Gestão de 
Calamidades 

2017 

36 Relatório Balaço da Época 
Chuvosa 2018/2019 図書 ｺﾋﾟｰ INGC 2019 

37 
Strategic Plan for the National 
Administration Conservation 
Areas 2015-2024 

図書 ｺﾋﾟｰ ANAC 2015 

38 Co-Management of Niassa 
National Reserve ｽﾗｲﾄﾞ ｺﾋﾟｰ ANAC and WCS  
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社会条件調査結果 

 

1. 調査の目的 

モザンビーク政府より要請のあった管路系給水施設対象候補 5 サイトおよび、ハンドポ

ンプ付き深井戸対象候補 130 サイトにおいて、以下を目的として社会条件調査を実施した。 

 

 対象地域の社会、経済状況に係る基礎情報の整理 

 地域住民の給水・衛生に対する問題意識、改善のニーズ、費用負担の意思と能力の把

握 

 計画策定において反映させるべき社会経済上の配慮事項の把握 

 事業効果測定のためのベースラインデータの収集 

 

2. 調査内容および方法 

1) 管路系給水施設対象サイト 

 

1. フォーカスグループディスカッション／RRA 調査 

対 象 サ イ ト 
： 管路系給水施設対象サイト 5 か所（マヴァゴ、マランガ（マジュネ郡）ムエンベ、

マンディンバ、マサングロ（ンガウマ郡）） 

対 象 者 
： 各対象サイト内の町の代表者、学校の教師、女性グループ代表者、農業普及員等の

コミュニティメンバー、約 20 名。 

サ ン プ ル 数 ： 5 サンプル（1 × 5 サイト） 

主な調査内容 
： サイトの基礎情報、社会経済状況、既存給水衛生環境、新規給水施設に対するニー

ズ、男女の役割に関する社会規範・慣習等。 

手 法 ： フォーカスグループディスカッション、RRA、ジェンダー分析 

2. 世帯調査 

対 象 サ イ ト 
： 管路系給水施設対象サイト 5 か所（マヴァゴ、マランガ（マジュネ郡）ムエンベ、

マンディンバ、マサングロ（ンガウマ郡）） 

対 象 者 ： 各サイト内で抽出したサンプル世帯の世帯主と配偶者。 

サ ン プ ル 数 
： マンディンバ市：400 サンプル、郡庁所在地：各 200 サンプル、合計 1,200 サンプ

ル。 

主な調査内容 
： 世帯基礎情報、世帯経済状況、水利用状況、保健衛生状況、水利用にかかる費用負

担意思と能力、給水改善に係るニーズ等。 

手 法 ： 調査団が準備する質問票に沿った構造的インタビュー 

 
2) ハンドポンプ付深井戸対象サイト 

 

1. 対象サイトのコミュニティリーダーへのインタビュー調査 

対 象 サ イ ト ： ハンドポンプ付深井戸給水施設候補サイト 130 か所（マヴァゴ郡 13 サイト、マ

ジュネ郡 26 サイト、ムエンベ郡 31 サイト、マンディンバ郡 60 サイト） 

対 象 者 ： 各対象サイトのコミュニティリーダー (Regulo) 
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サ ン プ ル 数 ： 130 サンプル（1×130 サイト） 

主な調査内容 ： サイト基礎情報、インフラ整備状況、給水状況、保健衛生状況、水利用にかかる

費用負担意思と能力、給水改善に係るニーズ等。 

手 法 ： 対象サイトの踏査、調査団が作成した質問項目に基づく半構造的インタビュー 

2. フォーカスグループディスカッション／RRA 調査 

対 象 サ イ ト ： ハンドポンプ付深井戸給水施設候補サイト 130 か所（マヴァゴ郡 13 サイト、マ

ジュネ郡 26 サイト、ムエンベ郡 31 サイト、マンディンバ郡 60 サイト） 

対 象 者 ： 各対象サイトのコミュニティリーダー (Regulo)、学校の教師、女性グループ

代表者、農業普及員等のコミュニティメンバー、約 20 名。 

サ ン プ ル 数 ： 各郡 10 サンプル、合計 40 サンプル。 

主 な 調 査 内 容 ： サイトの基礎情報、社会経済状況、既存給水衛生環境、新規給水施設に対するニ

ーズ、男女の役割に関する社会規範・慣習等。 

手 法 ： フォーカスグループディスカッション、RRA、ジェンダー分析 

3. 世帯調査 

対 象 サ イ ト ： ハンドポンプ付深井戸給水施設候補サイト 130 か所（マヴァゴ郡 13 サイト、マ

ジュネ郡 26 サイト、ムエンベ郡 31 サイト、マンディンバ郡 60 サイト） 

対 象 者 ： 各サイト内で抽出したサンプル世帯の世帯主と配偶者。 

サ ン プ ル 数 ： 各サイト 8 サンプル、合計 1,040 サンプル。 

主な調査内容 ： サイト基礎情報、インフラ整備状況、給水状況、保健衛生状況、水利用にかかる

費用負担意思と能力、給水改善に係るニーズ等。 

手 法 ： 調査団が準備する質問票に沿った構造的インタビュー 

 
 
3. 調査結果 

1) 管路系給水施設対象サイト 

 

(1) 対象サイト基礎情報 

 

図 1 世帯主の性別 

 

 

 

 

 

 

サイト 世帯当たりの人数 

マジュネ 5.2 

マンディンバ 5.7 

マヴァゴ 5.7 

ムエンベ 5.0 

マサングロ 5.4 

全体 5.2 

表 1 1 世帯あたりの平均人数 
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(2) 生活状況改善に関するニーズ 

 

図 2 生活状況改善に関する第一優先事項 

 

(3) 世帯の経済状況 

 

図 3 世帯の第一収入源 

 

 

図 4 世帯の第二収入源 
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 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

マジュネ 3% 3% 9% 15% 26% 34% 35% 26% 22% 22% 15% 6% 

マンディンバ 2% 2% 3% 10% 23% 26% 25% 22% 17% 15% 8% 3% 

マヴァゴ 3% 4% 7% 17% 37% 46% 44% 34% 29% 32% 26% 19% 

ムエンベ 6% 6% 11% 15% 34% 50% 44% 34% 24% 27% 22% 14% 

マサングロ 1% 1% 5% 8% 29% 37% 37% 34% 28% 27% 17% 2% 

図 5、表 2 世帯に収入がある月 

 

表 3 世帯の平均年収 

サイト 平均年収 (MZN) 

マヴァゴ 74,641 

ムエンベ 36,997 

マジュネ 66,697 

マンディンバ 64,435 

マサングロ 42,805 

全体 59,092 

 

  

図 6 生産・経済活動にかける時間/週      図 7 家事労働にかける時間/週 
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(4) 給水状況 

 

図 8 家庭用飲料水用水源（乾季） 

 

 

図 9 家庭用飲料水用水源（雨季） 

 

 

図 10 水源までの距離（乾季）       図 11 水源までの距離（雨季） 
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図 12 水源までの時間（乾季）     図 13 水源までの時間（雨季） 

 

 

図 14 水汲みに係る待ち時間（乾季）   図 15 水汲みに係る待ち時間（雨季） 

 

 

図 16 水汲み回数/日（乾季）       図 17 水汲み回数/日（雨季） 
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図 18 水汲み担当者 

 

(5) 保健衛生状況 

 

図 19 各世帯におけるトイレの有無 

 

 
図 20 所有するトイレのタイプ 
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図 21 トイレを所有しない世帯が排せつを行う場所   図 22 トイレから５ｍ以内に手洗い施設の有無 

 

 

図 23 飲料水の処理方法 

 

 

図 24 世帯での主な疾病（乾季） 
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図 25 世帯での主な疾病（雨季） 

 

 

図 26 下痢の原因に対する認識 

 

(6) 給水状況改善に関する意識 

 

図 27 既存水源に対する満足度           図 28 不満の理由 
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図 29 改善後の施設に対する支払意思 

 

表 4 改善後の施設に対する支払意思額 (MZN) 

 マジュネ マンディンバ マヴァゴ ムエンベ マサングロ 全体 

20L/世帯 4 3 4 4 3 4 

月毎/世帯 66 91 57 93 77 79 

年間/世帯 554 833 547 829 533 681 

 

 

 

図 30 各戸接続希望の有無 
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(7) 障害者の状況 

 

図 31 世帯に障害者がいるか 

 

 

図 32 障害の種類 

 

(8) ジェンダーに関する状況 

 
図 33 1 週間に生産・経済活動にかける時間（女性のみ） 
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図 34 1 週間に家事労働にかける時間（女性のみ） 

 

 

図 35 就学年齢の女児が水汲みを行うか 

 

 

図 36 就学年齢の女児が水汲みに費やす時間/日 
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(9) 既存水源の維持管理状況 

   

図 37 ハンドポンプ付き給水施設の有無     図 38 ハンドポンプの稼働状況 

 

  
図 39 前年に故障した回数        図 40 修理完了までの所要時間 

 

 

図 41 水衛生委員会の有無        図 42 水衛生委員会の活動状況 

 

表 5 現在支払っている水料金 (MZN) 

 マジュネ マンディンバ マヴァゴ ムエンベ マサングロ 全体 

月毎/世帯 27.1 43.3 38.1 47.4 30.6 37.3 
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2) ハンドポンプ付深井戸対象サイト 

 

(1) 対象サイト基礎情報 

 

図 1 世帯主の性別 

 

 

図 2 村落で設立されている組織 

 

(2) 生活状況改善に関する優先事項 

 
図 3 生活状況改善に関する第一優先事項 

郡 世帯当たりの人数 

マジュネ 5.4 

マンディンバ 5.2 

マヴァゴ 5.2 

ムエンベ 5.4 

全体 5.3 

表 1 1 世帯あたりの平均人数 
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(3) 世帯の経済状況 

 

図 4 世帯の第一収入源 

 

 

図 5 世帯の第二収入源 

 

表 2 世帯の平均年収 

郡 平均年収 (MZN) 

マヴァゴ郡   45,089.60 

ムエンベ郡 49,166.52 

マジュネ郡 47,789.08 

マンディンバ郡 34,901.76 

全体 44,236.74 
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図 6、表 3 世帯に収入がある月 

 

  

図 7 生産・経済活動にかける時間/週     図 8 家事労働にかける時間/週 

 

(4) 給水状況 

 
図 9 家庭用飲料水用水源（乾季） 

 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

マジュネ郡 13% 14% 21% 40% 45% 65% 76% 58% 45% 36% 36% 37% 

マンディンバ郡 7% 9% 25% 56% 72% 92% 83% 58% 29% 25% 24% 24% 

マヴァゴ郡 23% 23% 23% 32% 44% 63% 65% 59% 45% 41% 40% 33% 

ムエンベ郡 14% 14% 17% 17% 28% 63% 74% 71% 49% 35% 33% 36% 
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図 10 家庭用飲料水用水源（雨季） 

 

 

図 11 水源までの距離（乾季）       図 12 水源までの距離（雨季） 

 

 

図 13 水源までの時間（乾季）      図 14 水源までの時間（雨季） 
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図 15 水汲みに係る待ち時間（乾季）    図 16 水汲みに係る待ち時間（雨季） 

 

 
図 17 水汲み回数/日（乾季）        図 18 水汲み回数/日（雨季） 

 

 

図 19 水汲み担当者 
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(5) 保健衛生状況 

 

図 20 各世帯におけるトイレの有無      図 21 所有するトイレのタイプ 

 

 

図 22 トイレを所有しない世帯が排せつを行う場所  図 23 トイレから５ｍ以内に手洗い施設の有無 

 

 

図 24 飲料水の処理方法 
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図 25 世帯での主な疾病（乾季） 

 

 

図 26 世帯での主な疾病（雨季） 

 

 

図 27 下痢の原因に対する認識 
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図 28 村落で保健・衛生に関する啓発活動やトレーニングに参加した経験 

 

 

図 29 これまでに参加した経験がある啓発活動/トレーニングの内容 

 

 

図 30 村落で活動するアクティビスタの有無   図 31 村落で過去に野外排泄撲滅を達成した 
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(6) 給水状況改善に関する意識 

 

図 32 既存水源に対する満足度         図 33 不満の理由 

 

 
図 34 改善後の施設に対する支払意思 

 

表 4 改善後の施設に対する支払意思額 (MZN) 

 マジュネ郡 マンディンバ郡 マヴァゴ郡 ムエンベ郡 ４郡平均 

20L/世帯 26.6 16.8 22.8 30.6 24.2 

月毎/世帯 71.8 58.2 74 53 64.3 

年間/世帯 58.8 80.8 116.8 61.7 79.5 
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(7) 障害者の状況 

 

図 35 世帯に障害者がいるか 

 

 

図 36 障害の種類 

 

(8) ジェンダーに関する状況 

 
図 37  生産・経済活動にかける時間/週（女性のみ）  図 38 家事労働にかける時間/週（女性のみ） 
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図 39 就学年齢の女児が水汲みを行うか   図 40 就学年齢の女児が水汲みに費やす時間/日 

 

(9) 既存水源の維持管理状況 

  

図 41 ハンドポンプ付き給水施設の有無     図 42 ハンドポンプの稼働状況 

 

  

図 43 前年に故障した回数        図 44 修理完了までの所要時間 
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図 45 水衛生委員会の有無        図 46 水衛生委員会の活動状況 

 

 

図 47 水料金徴収体制の有無 

 

表 5 現在支払っている水料金 (MZN) 

 マジュネ郡 マンディンバ郡 マヴァゴ郡 ムエンベ郡 ４郡平均 

月毎/世帯 32.6 33.8 25.7 24.5 29.2 
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マヴァゴ郡保護区内 5 サイトに関する 

Procedures of Good Practice of Environmental Management1 

 

2019 年 8 月 23 日 

日本テクノ株式会社 

 

先般、標題件に関してお問い合わせがありました事項について、以下のとおりご連絡いたし

ます。 

 

(1) 環境管理の実践のための一般的な手順 

 

1) 建設期間に予測される環境への影響（水、土壌、植生、大気等）と緩和策 

環境への影響： 

井戸掘削機および小型発電機による騒音。掘削機による作業時間は約 8 時間/日 x 2 日お

よび小型の防音装置付き発電機による揚水試験は約 8 時間/日 x 2 日。 

 

緩和策：小型の掘削機を採用し、また掘削地点についても主要道路に隣接した村落内の空

き地を選定する。また、掘削を行う時間帯についても日中に限定する。 

 

2) プロジェクト実施において講じられる衛生と安全に関する対策 

 安全に関しては、工事は村落内で行われるため、作業エリア（約 20m×20m）を確保する

ため安全ロープ、安全標識、警備員／交通誘導員の配置を行う。 

衛生に関しては、ゴミ放置厳禁（ゴミ箱の設置）、資機材の整理整頓、作業後の周辺の清

掃および原状回復の義務付けを行う。 

 

3) プロジェクトの性質を考慮したリスク回避/対策 

a) 工事機材の対象サイトへの移動は公用道路のみを使用し、法定速度および道路法を遵 

守する。 

b) 掘削地点の選定は原則として村落内の空き地、原生林等が残っていない場所、主要道

路に面した場所、地域住民が希望する場所を選定する。伐採は原則行わない。 

 c) 安全対策ルールを順守する。 

 d) 夜間に作業を行わない。 

 

4) 提案された緩和策の運用化のための活動計画 

                                                   
1 ニアッサ州環境局のガイドラインに順ずる。 

資料 8-2　環境管理に係る良き実践（PBPGA）
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Shared PC
タイプライターテキスト

Shared PC
タイプライターテキスト



 

 無償資金協力事業では、本邦施工業者が工事開始前に施工計画書を作成することになっ

ている。上記の緩和策を同施工計画書に反映し実施する。また、コンサルタントも施工監

理計画書を作成するため、上記と同様に緩和策を反映し実施の監理を行う。 

 

5) 土壌汚染対策や緑地構築の必要性のために講じられる対策 

 土壌汚染対策：本計画で建設される深井戸は小口径（井戸仕上げ口径 10cm、深度 50m～

60m 程度）であり、かつ、掘削には化学物質等の使用は想定していないため、施設建設に

よる土壌汚染は発生しない。 

 

 緑地構築：給水施設の掘削地点はソフトコンポーネント活動の中で住民自身が選定する

こととなるが、その際に緑地の伐採等が伴う地点の選定は原則避けるように指導する。ま

た、掘削地点は村落内部に限定する。 

 

 実施される環境教育プログラム 

 環境保護、動物保護等に関する環境教育プログラムを策定し、工事開始前に施工業者およ

び労働者に対して実施する。 

無償資金協力事業では、「工事品質管理会議」の開催が義務づけられており、JICA、先方

実施機関（施主）、コンサルタント、施工業者による工事品質の確保に向けた情報共有を

目的とした会議である。会議では、品質以外に、施工上の留意事項、品質の確保、工程進

捗管理、その他重要事項について共有し、共通理解を図る。この会議において、策定され

る環境教育プログラムについても共有することとする。また、施工業者との定例会議にお

いて環境教育の啓発に関わるモニタリングを行う。 

 

 労働者に対するトレーニングの必要性 

 工事開始前に上記「工事品質管理会議」を開催し、安全管理、HIV/AIDS 対策、環境保護

等に関して啓発を行う。工事開始後は、毎月の定例会議においてモニタリングを実施する。 

 

 

(2) 環境管理の実践のための Specific な手順 

 

【給水施設建設に係る内容】 

1) プロジェクトの内容 

モザンビーク国ニアッサ州マヴァゴ郡2においてハンドポンプ付き深井戸給水施設 5 基を

建設する。 

                                                   
2 本無償資金協力事業はマヴァゴ郡、ムエンベ郡、マジュネ郡、マンディンバ郡においてハンドポンプ付深井戸給水施

設が 100 基建設される。本資料は、Niassa National Reserve に位置する 5村落に関わる施設建設の概要を示す。 
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2) 給水地域の概要 

 

表-1 給水地域の概要表 

サイト

番号 
村落名 

人口

(*1) 

井戸建設予

定地域 

既存深井戸

給水施設数 

既存給水施設の位置情報 

（緯度・経度） 

MV-01 Mangupemge 2,166 
図-1 参照 

2 基 
-12.5827852 

-12.5801884 

36.5339247 

36.5321272 

MV-03 Mbangala 1,482 1 基 -12.5792136 36.5284203 

MV-06 Matukuta 1,390 図-2 参照 2 基 
-12.5675654 

-12.5790781 

36.5374482 

36.5315524 

MV-08 Nsacalange 1,018 図-3 参照 1 基 -12.4804574 36.112404 

MV-10 Lipembo 912 図-4 参照 1 基 -12.385636 36.1894101 

 合計 6,968  7 基   

(*1) 2019 年に実施した社会条件調査の聞き取り人口。 

 

3) 水源の種類 

深井戸： 

仕上げ口径 4 インチ（10cm）、深度 50~60m、季節変動の影響を受けない深い帯水層を対象

とする本計画で建設される施設は、「図-5 ハンドポンプ付き深井戸給水施設標準図」に示

すとおり小さな構造物である。揚水量に関しても、一日当り 8.0m3 以下であり、地下水層に

悪影響を及ぼす可能性は少ない。対象村落内での施設建設位置の決定に際しては、環境保護、

公共性と住民の利便性、特定の世帯・グループのみに便益が偏向することのないように配慮

する。 

 

4) プロジェクト実施に関わる実施機関からの証明書（プロジェクト実施のレター等） 

本プロジェクトの要請書は 8 月に実施機関（公共事業住宅水資源省、国家給水衛生局

（DNAAS））から貴機構に提出済と伺っています。 

マヴァゴ郡の保護区内に位置する 5 サイトについては、マヴァゴ郡庁からのレターの写し

を図-6 に示す。 

 

5) 裨益者 

上記、「表-1 給水地域の概要表」に示す各対象村落の全住民（6,968 人）。 
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᪂つ⤥ỈタࡣᏳ࡞Ỉࢫࢭࢡࡢ㟂せࡢ㧗࠸ᙜヱ   ᮧⴠෆ࡚࠸࠾ᘓタࡿࢀࡉᚲせ

 ࠋ࠸࡞ࡋᏑᅾࡣ௦᭰࠺࠸ࡿࡍᘓタᆅᇦࡢᆅᇦ௨እྠࠊࡽࡇࡿ࠶ࡀ

 

ࠋࠖࡇࡿࢀࡽࡵᅜෆἲୖㄆࡢᡭᅜ┦ࠊࡀ㛤Ⓨ⾜Ⅽࡿࡅ࠾ᆅᇦྠࠕ     

 

  ྠᆅᇦࡢ㛤Ⓨ⾜Ⅽࡣ 'HFUHH 1R         ࡾࡼㄆࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ 

௨ୗ 'HFUHH 1R           6HFWLRQ 9, $UWLFOH    㸦ᢤ⢋ࡢูࢆࡋῧ  ࠋࡍ♧㸧ࡢ᮲

㡯ࠋࡍ♧ࢆ 

  ච㝖ࡢࢫࣥࢭࣛྠࡣࡓࡲᚓྲྀࡢࢫࣥࢭቃࣛ⎔ࠊࡣಖㆤ༊࡛ࡢ௨እࣜࣗࢳࢡࣥࢧ

ド᫂᭩ࠊࡤࢀ࠶ࡀ௨ୗࡢタᘓタࡀㄆࠋ ࡿࢀࡽࡵ 

D  ಖㆤ༊ᇦࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀࡣࡓࡲᨭᚲせ࡞ᘓ≀ 
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E  ⛉Ꮫ◊✲άືࠊබඹࡢ┈ࠊࡵࡓࡢほගάືࡢࡵࡓࡢᘓ≀ࡣࡓࡲࠊಖㆤ༊ᇦࡀస

 ≀ᘓࡿࡍ㛵㐃ⓗ┠ࡓࢀࡽ

F   ಖㆤ༊ᇦෆࡢ᪤ᏑࡢỈ㈨※ࡢ⏝⯧⯪ࡢࡵࡓࡢࢫࢭࢡࡢ⯧⯪ࡢ㣗⿕そࢆഛ

 Ἡᆅ‴ ࡓ࠼

G   ⤥Ỉࠊ࣒ࢸࢫࢩ㟁Ẽࡧࡼ࠾㏻ಙᅇ⥺ࡢタ⨨ࡢࡵࡓࡢᇶᮏᩚࣛࣇࣥഛ 

 

㑂ࢆ➼⏬ィ⌮⟶ࡢಖㆤ༊ࠊ᮲ࡸἲᚊࡿࡍ㛵ᆅᇦྠࠊࡀ➼ᐇᶵ㛵ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠕ   

Ᏺࠋࠖࡇࡿࡍ  

 

  ᮏࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ㒆ࣞࣝ࣋ᐇᶵ㛵࡛ࢦࣦ࣐ࡿ࠶㒆࣭ࣛࣇࣥ ィ⏬ࢫࣅ࣮ࢧㄢ㸦6'3,㸧

ෆ⎔ቃᢸᙜ㒊⨫ࠋࡿ࠶ࡀᙜヱᮧⴠ㛵ࠊࡶ࡚ࡋ᪤ᕞ⎔ቃᒁࡸ 1LDVVD 1DWLRQDO 5HVHUYH

ពྜ࡛ࡇࡿࡍ㑂Ᏺࢆ➼⏬ィ⌮⟶ࡢಖㆤ༊ࠊ᮲ࡸἲᚊࠊࡾ࠾࡚ࡋඹ᭷ࡶົᡤ⌮⟶ࡢ

 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ

 

ࠊࢸࢽ࣑ࣗࢥᆅᇦࡢ࿘㎶ࡢࡑࠊ㈐௵ᶵ㛵⌮⟶ࡢᆅᇦྠࠊࡀ➼ᐇᶵ㛵ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠕ  

ࡿ࠸࡚ࢀࡽᚓࡀពྜ࡚࠸ࡘᴗᐇࠊࡋ༠㆟࣮ࢲࣝ࣍ࢡ࣮ࢸࢫ࡞㐺ษࡢࡑࡧࡼ࠾

ࠋࠖࡇ  

 

  ࢫ࢚ࢡࣜࡢ㒆ࡽᮧⴠ࡚ࡋཎ๎ࠊࡣࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉỈタᘓタ⤥ࡢᨻᗓࢡ࣮ࣅࣥࢨࣔ

ࠊྛࡽࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡇࡿࡍᥦฟࢆせㄳᕞࡀ㒆ࠊࡁᇶ࡙ࢺ ࡢ࣮ࢲࣝ࣍ࢡ࣮ࢸࢫ

ྜពࡣᚓࢧࢵࢽࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽಖㆤ༊⟶⌮ົᡤୖࡶグ   㺂  グ㍕ࠊࡾ࠾ࡢ⎔

ቃಖㆤࡢほⅬࡶࡽ᪂つ⤥Ỉタࡢᘓタࢆ᥎ዡࠋࡿ࠸࡚ࡋ 

 

ᐇᶵࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠊࡵࡓࡿࢀࡉ⌮⟶ຠᯝⓗ࡚ࡗᚑⓗ┠ࡢಖࡢࡑࡀᆅᇦྠࠕ   

㛵➼ࠊࡀᚲせᛂࠊ࡚ࡌ㏣ຍࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉᐇࠋࠖࡇࡿࡍ  

 

  ⤥Ỉタࡣᮧⴠෆᘓタࡵࡓࡿࢀࡉǥ᪂ࢺࣥࣜࣉࢺࢵࣇ࡞ࡓµࠊࡋࡔࡓࠋ࠸↓ࡣࡇࡴ⏕ࢆ

㈗ᶵᵓࡾࡼ㏣ຍࡀ࣒ࣛࢢࣟࣉᚲせࡿࢀࡉุ᩿ሙྜࡣ㏣ຍࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉᐇྍࡣ⬟࡛

 ࠋࡿ࠶

 

 

௨ୖ 

 

ูῧ㸸       'HFUHH 1R          6HFWLRQ 9, $UWLFOH      㸦ᢤ⢋㸧 
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$1.'6+/ &# 4'2$.+%#
 27$.+%#��1 1(+%+#. &# 4'2$.+%# &' /1�#/$+37'

57/�4+1

# 8 + 5 1
# OCVÃTKC C RWDNKECT PQ n$QNGVKO FC 4GRÕDNKEC� FGXG UGT TGOGVKFC GO 

EÎRKC FGXKFCOGPVG CWVGPVKECFC  WOC RQT ECFC CUUWPVQ  FQPFG EQPUVG  
CNÃO  FCU  KPFKECÁÐGU  PGEGUU¶TKCU  RCTC  GUUG  GHGKVQ   Q  CXGTDCOGPVQ 
UGIWKPVG   CUUKPCFQ G  CWVGPVKECFQ  2CTC RWDNKECÁºQ PQ n$QNGVKO FC 
4GRÕDNKEC� 

+/24'05# 0#%+10#. &' /1�#/$+37'  ' 2  

   � 572.'/'061

%QPUGNJQ FG /KPKUVTQU 

&GETGVQ P �         

#RTQXC Q 4GIWNCOGPVQ FC .GK P �          FG    FG ,WPJQ  .GK 
FC 2TQVGEÁºQ  %QPUGTXCÁºQ G 7UQ 5WUVGPV¶XGN FC &KXGTUKFCFG 
$KQNÎIKEC  CNVGTCFC G TGRWDNKECFC RGNC .GK P �         FG    
FG /CKQ 

%105'.*1 &' /+0+56415

&GETGVQ P �        

FG    FG &G\GODTQ

# .GK P �          FG    FG ,WPJQ  CNVGTCFC G TGRWDNKECFC RGNC 
.GK P �         FG    FG /CKQ Ō .GK FC 2TQVGEÁºQ  %QPUGTXCÁºQ 
G 7UQ 5WUVGPV¶XGN FC &KXGTUKFCFG $KQNÎIKEC  VGO EQOQ QDLGEVQ 
Q  GUVCDGNGEKOGPVQ  FQU  RTKPEÈRKQU  G  PQTOCU  D¶UKECU  UQDTG                             
C  RTQVGEÁºQ   EQPUGTXCÁºQ   TGUVCWTCÁºQ G  WVKNK\CÁºQ  UWUVGPV¶XGN 
FC FKXGTUKFCFG DKQNÎIKEC PCU ¶TGCU FG EQPUGTXCÁºQ CUUKO EQOQ 
RTGXGT  C  TGURGEVKXC  CFOKPKUVTCÁºQ  KPVGITCFC  RCTC  TGURQPFGT                           
´U GZKIÄPEKCU FQ FGUGPXQNXKOGPVQ UWUVGPV¶XGN FQ RCÈU 

*CXGPFQ  PGEGUUKFCFG  FG  RTQEGFGT  ´  UWC  TGIWNCOGPVCÁºQ              
PQU VGTOQU G CQ CDTKIQ FQ FKURQUVQ PQ CTVKIQ    FC .GK P �          
FG    FG ,WPJQ  Q %QPUGNJQ FG /KPKUVTQU FGETGVC 

#TVKIQ     �  CRTQXCFQ Q 4GIWNCOGPVQ  FC .GK  P �                          
FG    FG ,WPJQ  .GK FC 2TQVGEÁºQ  %QPUGTXCÁºQ G 7UQ 5WUVGPV¶XGN 
FC &KXGTUKFCFG  $KQNÎIKEC   CNVGTCFC  G  TGRWDNKECFC  RGNC  .GK                   
P �           FG     FG /CKQ   GO CPGZQ   SWG  Ã  RCTVG  KPVGITCPVG            
FQ RTGUGPVG &GETGVQ 

#TV       5ºQ  TGXQICFCU  VQFCU  CU  PQTOCU  SWG  EQPVTCTKGO                       
Q RTGUGPVG &GETGVQ 

#RTQXCFQ RGNQ %QPUGNJQ FG /KPKUVTQU  CQU    FG 0QXGODTQ 
FG      

2WDNKSWG UG 
1 2TKOGKTQ /KPKUVTQ  %CTNQU #IQUVKPJQ FQ 4QU¶TKQ 

4GIWNCOGPVQ FC .GK P �          FG                           
FG ,WPJQ  CNVGTCFQ G TGRWDNKECFQ RGNC .GK 

P �         FG    FG /CKQ  .GK FC 2TQVGEÁºQ  
%QPUGTXCÁºQ G 7UQ 5WUVGPV¶XGN FC 

&KXGTUKFCFG $KQNÎIKEC

%#2 67.1 + 

&KURQUKÁÐGU IGTCKU

#46+)1  

  1DLGEVQ 

1  RTGUGPVG  FKRNQOC  NGICN  VGO  RQT  QDLGEVQ  TGIWNCOGPVCT                     
C .GK P �          FG    FG ,WPJQ  CNVGTCFC G TGRWDNKECFC RGNC .GK                   
P �          FG     FG /CKQ   C .GK  FC 2TQVGEÁºQ  %QPUGTXCÁºQ                      
G 7UQ 5WUVGPV¶XGN FC &KXGTUKFCFG $KQNÎIKEC  

#46+)1   

 �ODKVQ FG CRNKECÁºQ 

1 RTGUGPVG 4GIWNCOGPVQ  CRNKEC UG  CQ  EQPLWPVQ FQU XCNQTGU            
G TGEWTUQU PCVWTCKU GZKUVGPVGU PQ VGTTKVÎTKQ PCEKQPCN G PCU ¶IWCU 
UQD LWTKUFKÁºQ PCEKQPCN  CDTCPIGPFQ VQFCU CU GPVKFCFGU RÕDNKECU 
QW  RTKXCFCU  SWG  FKTGEVC  QW  KPFKTGEVCOGPVG  RQUUCO  KPHNWKT                             
PQ  UKUVGOC  PCEKQPCN  FCU  ¶TGCU  FG  EQPUGTXCÁºQ  FQ  RCÈU                                                                                                     
PQU  VGTOQU  FQ  FKURQUVQ PC .GK  P �            FG      FG  ,WPJQ  
CNVGTCFC G TGRWDNKECFC RGNC .GK P �         FG    FG /CKQ  C .GK 
FC 2TQVGEÁºQ  %QPUGTXCÁºQ G 7UQ 5WUVGPV¶XGN  FC &KXGTUKFCFG 
$KQNÎIKEC  

#46+)1  

 &GſPKÁÐGU 

#U FGſPKÁÐGU  FQU  VGTOQU WUCFQU PQ  RTGUGPVG 4GIWNCOGPVQ 
UºQ  CU  EQPUVCPVGU  PQ )NQUU¶TKQ  FC  .GK  P �            FG                                     
FG  ,WPJQ   CNVGTCFC  G  TGRWDNKECFC  RGNC .GK  P �          FG                        
FG /CKQ  CETGUEKFCU FCU EQPUVCPVGU PGUVG 4GIWNCOGPVQ G GUVCPFQ 
VQFCU CITWRCFCU PQ #PGZQ    SWG Ã RCTVG KPVGITCPVG  

#46+)1  

 4GFG 0CEKQPCN FCU �TGCU FG %QPUGTXCÁºQ 

%QORGVG ́  #FOKPKUVTCÁºQ 0CEKQPCN FCU �TGCU FG %QPUGTXCÁºQ  
CDTGXKCFCOGPVG  FGUKIPCFC RQT #0#%   C  VWVGNC  G  C RTQOQÁºQ        
FG  KPKEKCVKXCU  EQO XKUVC  ´  QRGTCEKQPCNK\CÁºQ  FC  TGFG  PCEKQPCN        
FG ¶TGCU FG EQPUGTXCÁºQ 

+ 5�4+'  ō 0ÕOGTQ    5GZVC HGKTC     FG &G\GODTQ FG     
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+ 5�4+' ō 0/'41          ō        

#46+)1   

 #NVGTCÁºQ FG CEVKXKFCFGU 

2CTC  CNÃO  FQ  FKURQUVQ  PQ  PÕOGTQ  CPVGTKQT   C  CNVGTCÁºQ                      
QW KPENWUºQ FG PQXCU CEVKXKFCFGU PC ¶TGC FG EQPUGTXCÁºQ QDTKIC 
´ UWC RTGXKUºQ C EQPUVCT GO CFGPFC CQ 2NCPQ FG /CPGKQ  

#46+)1   

  6TCPUOKUUºQ FG KPHTCGUVTWVWTCU 

#  VTCPUOKUUºQ  FG  KPHTCGUVTWVWTCU  PCU  ¶TGCU  FG  EQPUGTXCÁºQ 
ECTGEG UGORTG FG CWVQTK\CÁºQ FC #0#%  FGXGPFQ Q VTCPUOKUU¶TKQ 
RTGGPEJGT QU UGIWKPVGU TGSWKUKVQU 

C  0ºQ VGT UKFQ EQPFGPCFQ RQT KNÈEKVQU EQPVTC C DKQFKXGTUKFCFG 
D  5GT EKFCFºQ OQÁCODKECPQ  G GO ECUQ FG RGUUQC EQNGEVKXC  

VGT Q ECRKVCN OÈPKOQ FG     FGVKFQ RQT EKFCFºQ QW 
EKFCFºQU PCEKQPCKU  

#46+)1     

 4GNCVÎTKQU FG CEVKXKFCFGU FCU EQWVCFCU G HC\GPFCU FQ DTCXKQ 

    #  GPVKFCFG  IGUVQTC  FCU  %QWVCFCU  G  FCU  (C\GPFCU                                  
FQ $TCXKQ UWDOGVGT¶ ´ #0#% Q RNCPQ FG CEVKXKFCFGU C TGCNK\CT 
PQ CPQ UGIWKPVG   CVÃ CQ FKC    FG 1WVWDTQ G Q  TGNCVÎTKQ CPWCN                         
FG  CEVKXKFCFGU  TGCNK\CFCU  PQ  CPQ  CPVGTKQT   CVÃ  CQ  FKC                                                                                                     
FG (GXGTGKTQ FQ CPQ UGIWKPVG  

   # PºQ UWDOKUUºQ FG SWCNSWGT FQU TGNCVÎTKQU PQ RTC\Q RTGXKUVQ 
PQ PÕOGTQ CPVGTKQT  UGO LWUVKſECÁºQ CEGKVG RGNC #0#% Ã RWPKFC 
EQO Q ECPEGNCOGPVQ FC EQVC FG ECÁC RCTC Q CPQ UGIWKPVG  

5'%��1 8 

#EVKXKFCFGU FG KPXGUVKICÁºQ G RGUSWKUC

#46+)1     

 #EVKXKFCFGU FG KPXGUVKICÁºQ G RGUSWKUC 

   1U KPVGTGUUCFQU GO RTQEGFGT C CEVKXKFCFGU FG KPXGUVKICÁºQ 
G RGUSWKUC PWOC ¶TGC FG EQPUGTXCÁºQ FGXGO UWDOGVGT Q RGFKFQ 
FG CWVQTK\CÁºQ ´ #0#% 

   %QORGVG CQ %QPUGNJQ FG /KPKUVTQU  FGEKFKT UQDTG Q RGFKFQ 
FG TGCNK\CÁºQ FG CEVKXKFCFGU FG KPXGUVKICÁºQ G RGUSWKUC PQ RTC\Q 
FG VTKPVC FKCU EQPVCFQU C RCTVKT FC FCVC FG TGEGRÁºQ FQ RGFKFQ  

5'%��1 8+ 

0QTOCU FG EQPUVTWÁºQ  UCPGCOGPVQ D¶UKEQ G TGFG XK¶TKC PCU ¶TGCU         
FG EQPUGTXCÁºQ

#46+)1    

 %QPUVTWÁÐGU 

0CU ¶TGCU FG EQPUGTXCÁºQ  ́  GZEGRÁºQ FQU UCPVW¶TKQU QPFG PºQ 
Ã RGTOKVKFC C EQPUVTWÁºQ QW KPUVCNCÁºQ FG SWCNSWGT GFKſECÁºQ  
G  PQU  VGTOQU  G  EQPFKÁÐGU  RTGXKUVCU  PQU  TGURGEVKXQU  RNCPQU FG 
OCPGKQ  Ã RGTOKVKFC  CRÎU QDVKFC C TGURGEVKXC NKEGPÁC CODKGPVCN QW 
FGENCTCÁºQ FG KUGPÁºQ FC OGUOC  C KPUVCNCÁºQ QW EQPUVTWÁºQ FG 

  C  'FKſECÁÐGU  PGEGUU¶TKCU  CQ  HWPEKQPCOGPVQ  QW  CRQKQ              
´ CFOKPKUVTCÁºQ FC ¶TGC FG EQPUGTXCÁºQ  

D  'FKHKECÁÐGU  CHGEVCU  C  CEVKXKFCFGU  FG  KPXGUVKICÁºQ 
EKGPVÈHKEC   FG  KPVGTGUUG  RÕDNKEQ   RCTC  C  CEVKXKFCFG 
VWTÈUVKEC QW FGOCKU TGNCEKQPCFQU EQO Q QDLGEVKXQ RCTC 
SWG HQK ETKCFC C ¶TGC FG EQPUGTXCÁºQ  

E  2QTVQU  G  CPEQTCFQWTQU  RCTC  GODCTECÁÐGU  G  TCORCU 
EQO  TGXGUVKOGPVQ  EQPVTC  C  GTQUºQ  RCTC  CEGUUQ  FG 
GODCTECÁÐGU CQU TGEWTUQU JÈFTKEQU GZKUVGPVGU PC ¶TGC 
FG EQPUGTXCÁºQ 

F   +PHTC GUVTWVWTCU  D¶UKECU  RCTC  C  KPUVCNCÁºQ  FG  UKUVGOCU        
FG CDCUVGEKOGPVQ FG ¶IWC  GPGTIKC GNÃEVTKEC G NKPJCU 
FG VGNGEQOWPKECÁÐGU 

#46+)1     

 4GSWKUKVQU FG EQPUVTWÁºQ 

   #  EQPUVTWÁºQ  PCU  ¶TGCU  FG  EQPUGTXCÁºQ  FGXG  TGURGKVCT                 
QU UGIWKPVGU TGSWKUKVQU  UGO RTGLWÈ\Q FQ FKURQUVQ PC NGIKUNCÁºQ         
GO XKIQT  GO GURGEKCN PC NGIKUNCÁºQ CODKGPVCN G QDVKFC C TGURGEVKXC 
NKEGPÁC CODKGPVCN QW FGENCTCÁºQ FG KUGPÁºQ FC OGUOC 

C  +ORNCPVCÁºQ CFCRVCFC CQ VGTTGPQ G XGIGVCÁºQ  FG HQTOC 
C GXKVCT C EQPUVTWÁºQ FG OWTQU  VCNWFGU G CVGTTQU EQO 
GZRTGUUºQ UKIPKſECVKXC  

D  'PSWCFTCOGPVQ XQNWOÃVTKEQ FCU EQPUVTWÁÐGU PC GPXQN 
XGPVG FG HQTOC JCTOQPKQUC 

   #  TGCNK\CÁºQ FG  SWCKUSWGT QDTCU FG  GFKſECÁºQ  GO ¶TGCU 
EQO  RQUUKDKNKFCFG  FG  FGUNK\COGPVQ  FG  VCNWFGU  QW  RTQRGPUCU                            
´ GTQUºQ UWRGTſEKCN FGXGO UGT  QDTKICVQTKCOGPVG  RTGEGFKFCU FG 
GUVWFQU IGQNÎIKEQU G IGQVÃEPKEQU FG RQTOGPQT SWG CXCNKGO CU 
EQPFKÁÐGU FG GUVCDKNKFCFG G RTQRQPJCO CU PGEGUU¶TKCU OGFKFCU 
FG KPVGTXGPÁºQ  

#46+)1    

 4GITCU GURGEÈſECU RCTC Q UCPGCOGPVQ 

#U QDTCU FG EQPUVTWÁºQ TGHGTKFCU PQ CTVKIQ CPVGTKQT  RCTC CNÃO 
FQ FKURQUVQ PC NGIKUNCÁºQ GO XKIQT  FGXGO QDGFGEGT CQ UGIWKPVG 

 C  2CTC CU EQPUVTWÁÐGU PºQ CDTCPIKFCU RQT TGFG FG FTGPCIGO 
G  VTCVCOGPVQ  FG  GƀWGPVGU  Ã QDTKICVÎTKC  C  KPUVCNCÁºQ 
FG  HQUUCU  UÃRVKECU  GUVCPSWGU  EQO WOC  ECRCEKFCFG 
CFGSWCFC ´ ECRCEKFCFG KPUVCNCFC 

D  #U HQUUCU C SWG UG  TGHGTG C CNÈPGC CPVGTKQT FGXGO UGT 
KPUVCNCFCU GO NQECN CEGUUÈXGN G UKPCNK\CFQ  EQO XKUVC 
C RGTOKVKT C TGURGEVKXC NKORG\C 

E  #U WPKFCFGU GEQPÎOKECU CRGPCU FGXGO UGT CWVQTK\CFCU 
C  EQOGÁCT  C  QRGTCT  CRÎU  C  KPUVCNCÁºQ  FCU  KPHTC 
 GUVTWVWTCU  FGUVKPCFCU  C  CUUGIWTCT  Q  VTCVCOGPVQ 
CFGSWCFQ FG GƀWGPVGU G FQU TGURGEVKXQU GSWKRCOGPVQU 
EQORNGOGPVCTGU  UGPFQ KPVGTFKVC C TGLGKÁºQ FG GƀWGPVGU 
UGO VTCVCOGPVQ CFGSWCFQ 

F  0QU GURCÁQU VWTÈUVKEQU FGXG UGT CUUGIWTCFQ WO VTCVCOGPVQ 
CFGSWCFQ  FQU  TGUÈFWQU  G  GƀWGPVGU   C  CRTQXCT  RGNC 
#FOKPKUVTCÁºQ 4GIKQPCN FG �IWCU FC ¶TGC FG LWTKUFKÁºQ 
FC ¶TGC FG EQPUGTXCÁºQ  

G  &GXG  UGT  CUUGIWTCFC  C  NKORG\C  TGIWNCT  FQU  ÎTIºQU 
FG  VTCVCOGPVQ  FG  ¶IWCU  TGUKFWCKU   KPFKXKFWCKU                            
QW  EQNGEVKXQU   DGO  EQOQ  Q  FGUVKPQ  ſPCN  CFGSWCFQ  
FCU NCOCU IGTCFCU 

H  1U  RTQLGEVQU  FG  UCPGCOGPVQ  D¶UKEQ  EQPVGORNCPFQ                    
CU  TGFGU  FG  CDCUVGEKOGPVQ  FG  ¶IWCU   FTGPCIGO  
VTCVCOGPVQ G FGUVKPQ ſPCN FCU ¶IWCU TGUKFWCKU FGXGO UGT 
FGXKFCOGPVG CRTQXCFQU RGNCU GPVKFCFGU EQORGVGPVGU  
VGPFQ GO CVGPÁºQ C PGEGUUKFCFG FG ICTCPVKT C SWCNKFCFG 
FQ GƀWGPVG TGLGKVCFQ 

#46+)1     

 4GFG XK¶TKC G GUVCEKQPCOGPVQ 

   0CU ¶TGCU FG EQPUGTXCÁºQ GO SWG UGLC RGTOKVKFQ Q CEGUUQ 
FG XKCVWTCU  G UGO RTGLWÈ\Q FQ FKURQUVQ PC NGIKUNCÁºQ GO XKIQT             
C CDGTVWTC FG XKCU CQ VT¶HGIQ CWVQOÎXGN G C EQPUVTWÁºQ FG RCTSWGU 
FG GUVCEKQPCOGPVQ FGXG QDGFGEGT CQU UGIWKPVGU TGSWKUKVQU  

C   #U  XKCU  G  QU  RCTSWGU  FG  GUVCEKQPCOGPVQ  SWCPFQ 
RCXKOGPVCFQU   FGXGO  UGT  HGKVQU  EQO  OCVGTKCKU 
RGTOG¶XGKU   UGPFQ  C  UWC  FTGPCIGO  GHGEVWCFC  FG 
OQFQ C ICTCPVKT SWG C ¶IWC GUEQCFC PºQ RGTVWTDG PGO 
RTGLWFKSWG Q OGKQ CODKGPVG  

D  1U RTQLGEVQU FG FTGPCIGO C GHGEVWCT PQU VGTOQU FC CNÈPGC 
CPVGTKQT FGXGO UGT UWLGKVQU C RCTGEGT XKPEWNCVKXQ FCU 
GPVKFCFGU EQORGVGPVGU  
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